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おわ りに

は じ め に

近 年,国 際 社 会 に お いて 環 境 保 護 を 目的 と した市 民 参 加 の 重 要 性 が 主 張

され て い る。 これ を 具 体 化 した もの と して,1998年6月25日 に 「環 境 に関

す る,情 報 へ の ア クセ ス,意 思 決 定 に お け る市 民 参 加,司 法 へ の ア クセ ス

に関す る条 約」(以 下,オ ー フス条 約)(1)が 国 際連 合 欧 州経 済 委 員会(United

(1) UN/ECE Convention on Access to Information, Public Participation 
 in Decision Making and Access to Justice, Aarhus, 1998.  OTF, Aarhus

Conventionと 引用)オ ー フ ス条 約 に つ い て は 先行 研 究 が 多 数 存 在 す るた め,/
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NationsEconomicCommissionforEurope,以 下,UNECE)に お いて 採

択 され,そ の 後,同 条 約 は2001年10月30日 に発 効 した。

オ ー フ ス条 約 は,そ の前 文 で,「 何 人 も,健 康 と福 祉 に と って十 分 な 環

境 に お いて 生 き る権 利 を 有 し,… … 現 世 代 お よ び将 来 世 代 の 利 益 の た め に

環 境 を 保 護 し,改 善 す る義 務 を 負 う」 と明 言 す る と共 に,第1条 に お い て,

「① 環 境 に関 す る情 報 へ の ア クセ ス権 」,「② 環 境 意 思 決 定 へ の市 民 の 参 加

権 」,「③ 環 境 問 題 に関 す る司 法 へ の ア クセ ス権 」 と い う3つ の 権 利 を あ ら

ゆ る者 に保 障 す る こ とを 目的 とす る 旨を 定 めて い る。 これ は 同条 約 の3本

柱 と して 言 及 され る もの で あ り,3条1項 は,締 結 国 が それ ぞ れ 国 内 に お

いて この3本 柱 を 遂 行 す る た め に必 要 な制 度 を構 築 す るよ う要 求 して い る。

な お,「 市 民 に よ る環 境 情 報 へ の ア ク セ ス が不 十 分 で あれ ば意 思 決 定 に対

す る市 民 参 加 は困 難 にな り,ま た市 民 参 加 の 結 果 につ いて 異 議 を 申 し立 て

る権 利 が な け れ ば市 民 参 加 権 は意 味 の な い もの にな る」(2)ことか ら,同 条 約

＼ 本稿で は概略的な紹介 にとどめたい。 なお,先 行研究 と しては以下の ものが挙

げられ る。高村 ゆか り 「環境情報へ のアクセス,環 境 に関す る政策決定への市

民参加,及 び,司 法へ のアクセスに関す る条約」環境研究135号(2004年)79頁

以下,同 「情報公 開と市民参加 による欧州 の環境保護一環境 に関す る,情 報へ

の アクセ ス,政 策決定 への市民 参加,及 び,司 法へ のア クセスに関す る条 約

(オー フス条約)と その発展 」(以 下,高 村 「情報公開」 と引用)静 岡大学法

政研究8巻1号(2003年)178頁 以下,同 「オー フス条約 にみ る欧州の情報公開

と市民参加」環境情報科学32巻2号(2003年)30頁 以下,大 久保規子 「オー フ

ス条約 とEU環 境法 ドイツ2005年 法案を中心 と して 」環境 と公害35巻3号

(2006年)31頁 以下,同 「環境法 の新潮流(Z9)オ ー フス条約か らみた 日本法の課

題」環境 管理42巻7号(2006年)675頁 以下,後 藤 隆 「環境 に関す る,情 報への

アクセ ス,政 策決定へ の市民参加,及 び,司 法への アクセ スの確保の必要性 と

それ らを前提 と した合意形成手法 の 日本 への導入 の可能性 について一オー フス

条約の市民参加規定を中心 に」 とうき ょうの 自治53号(2004年)5頁 以下,大

原有理 「環境権 と市民参加 オ ーフス条約の事例か らみる手続 的権利 の可能性」

環境情報科学論文集23巻(2009年)401頁 以下,同 「グローバル ・ガバナ ンスに

お ける市民参加制度一オ ーフス条約 にみる市民 参加 制度」環 境情報科学論文集

24巻(2010年)113頁 以下等。

(2)Jean-JacquesParadissisandMichaelPurdue,`AccesstoEnvironmental/
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の 目指 す 環 境 保 護 を 実 現 す る た め に は,こ れ ら 「3つ の 権 利 の 連 携 が 必 要

不 可 欠 で あ る」(3)と考 え られ て い る④。

イ ギ リス 国 内 に お い て も,オ ー フ ス条 約 は,「 環 境 領 域 に お け る国 際 的

に最 も重 要 な 新 機 軸 」(5)であ り,「 環 境 保 護 の み に特 化 した もの で はな く,

環 境 意 思 決 定 に関 す る個 人 の 権 利,政 府 の ア カ ウ ン タ ビ リテ ィー や 透 明 性

に も焦 点 を 当て て い る点 で,… … 多 くの 国 際 的 な 環 境 協 定 と は異 な る もの

で あ る」(6)と評 価 さ れ て い る。 また,わ が 国 に お い て も 「環 境 保 護 と人 権 と

を 関 連 づ け,市 民 と公 権 力 の 民 主 的 な 相 互 作 用 を 通 して 環 境 保 護 を 促 進 し

よ う とす る新 しい特 徴 を 有 す る環 境 条 約 で あ る」(7)と指 摘 され て い る よ う

に,「 環境 権 」(8)の参 加 権 とい う一 面 を 重 視 し,環 境 保 護 を 目的 と した 市 民

参 加 を 促 進 しよ う とす る もの で あ る。

2013年4月 現 在,オ ー フ ス条 約 の締 結 国 は47ケ 国 に及 ん で お り(9),市 民

＼JusticeinUnitedKingdomLaw'inAndrewHarding(ed),Acc6∬'o

E瞬ro襯 ε班α1」醜 ∫cθ」λCo即 αrα'∫レθ3魏の,(BrillAcademicPublications

2007)289

(3)ibid

(4)わ が国 において も,「行政情報 の公 開など,判 断形成 に必要な情報へのア クセ

スの確保 は参加への必要条件」であ り,「参加の結果,決 定が合理的で社会的 に

公正 に行なわれたか,ま た,計 画が適切 に実行 されて いるかな どのチ ェ ックを

す るのが……訴訟制度であ る」 と して,こ れ ら3つ の権利の連携が重要視 され

て いる。 原科幸 彦編 『環境計画 ・政策研究の展開一持続可能な社会づ くりへの

合意形成」(2007年,岩 波書店)48-49頁 。

(5)MariaLeeandCarolynAbbot,`TheUsualSuspects?PublicPar-

ticipationUndertheAarhusConvention'[2003]66MLR80

(6)RichardMoules,翫vlroη 〃36伽」ノ配4'dα1R顔 θw,(HartPublishing2011)

26

(7)高 村 「情報公開」前掲注(1)139頁。

(8)オ ー フス条約 と 「環境権」 との関わ りにつ いて は,林 晃大 「イギ リスにお け

る環境情報提供手法一公 的登録簿制度 についての一・考察一」 近畿大学法学57巻

4号(2010年)136頁 参照。

(9)締 結国 につ いては国際連合欧州経済委員会ホームペ ージ<http://www.unece.

org/env/pp/ratification.html>参 照。

39



近畿大学法学 第61巻 第1号

や 環 境 保 護 団 体 に よ る環 境 保 護 運 動 が 活 発 で あ り,か つ 環 境 汚 染 や 汚 染 規

制 につ いて 長 い歴 史 を有 して い る⑩ イ ギ リスql)も2005年2月24日 に 同条 約

を批 准 して い る。 イ ギ リス で は オ ー フス 条 約 の 提 示 す る第1の 柱 で あ る

「環 境 に関 す る情 報 へ の ア クセ ス権 」 に つ い て,同 条 約 の 批 准 以 前 か ら,

王 立 環 境 汚 染 委 員 会(RoyalCommissiononEnvironmentalPollution)(1助

に よ る勧 告 や 市 民 運 動 な どの 影 響 を 受 け,様 々な 環 境 領 域 に お いて 公 的 機

関 の 保 有 す る環 境 情 報 を 積 極 的 ・能 動 的 に提 供 す る公 的 登 録 簿 制 度 が 導 入

され て お り,市 民 や 環 境 保 護 団 体 が 広 く環 境 情 報 に ア クセ スす る こ とが 可

能 で あ っ た⑱。 さ らに,オ ー フ ス条 約 の批 准 を契 機 に 国 内 にお いて2004年

環 境 情 報 規 則 ω が 制定 され た こ とに よ り,公 的 登 録 簿 に よ って 提 供 され て

いな い よ うな 環 境 情 報 の 開 示 を 市 民 が 広 く公 的 機 関 に対 して 請 求 す る こ と

が で き る よ うに な った⑮。 こ の よ うに イ ギ リス で は,オ ー フス 条 約 第1の

柱 に関 して,公 的登 録 簿 に代 表 され る公 的機 関 に よ る能 動 的 な 「情報 提 供 」

⑩ イギ リスで は,他 の国々に先駆 けて17世 紀後半か ら産業革命を原因 とす る大

気汚染や水質汚濁な どの環境被害が深刻化 して いた。 これ に対 して,1863年 に

は世界で最初の環境汚染規制を行 う行政機関で ある 「アルカ リ検査団(Alkali

Inspectorate)」 が設立 されてお り,同 国 は行政 による汚染規制をい ち早 く行お

うとした国の1つ であ ると言 うことがで きる。

⑪ 本稿でのイギ リス とはイ ングラン ドとウェールズを指す。

⑫ 王立環境汚染委員会 につ いて,詳 し くは林 ・前掲注(8)160頁以下参照。

q3>イ ギ リスにお ける環境情報公開の歴史 につ いて,ま た環境情報提供制度の1

つであ る 「公的登録簿」 について,詳 細 は林 ・同上135頁 以下参照。

⑭EnvironmentalInformationRegulations2004,SI2004/3391

⑮2004年 環境 情報規則 に基 づ く環境 情報 開示 制度 につ いての詳細 は,林 晃 大

「イギ リスにおける環境情報開示 と2004年 環境情報 規則」近畿大学法学58巻2・

3号(2010年)481頁 以下参照。なお2004年 規則 は公 的機関 の職員へ の指導,活

発な情報の開示,公 的機関に よる情報開示請求の扱い方な どを示 した実施規則

(CodeofPractice)に よって強化されている。実施規則 については,Informa-

tionCommissioner'sOfficeホ ームペー ジ<http://www.ico.gov.uk/upload/

documents/library/environmental _info_reg/detailed_specialist_guides/

environmental _information_regulations_code_of_practice.pdf>参 照。
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制度を2004年 環境情報規則のような 「情報開示」制度が補完することに

よって,市 民にとって有効な環境情報公開制度を構築 してお り,環 境 リス

クに関する認識の向上につなげている。

またオーフス条約第2の 柱である 「環境意思決定への市民の参加権」に

関 しては,イ ギ リス国内において意思決定過程への市民参加の重要性は高

く認識され,制 度構築が行われてはいるものの,現 在では,政 府の打ち出

したベター ・レギュレーション政策との関係で,従 前と比較 しても市民参

加権は大きく制限される結果となっている(1④。オーフス条約の要求からは

大きく逸脱 したものではないと指摘されてはいるが,市 民参加の機会を減

少させたことは市民の地位を軽ん じるものであるとしてイギ リス国内にお

いても批判されている。

それでは,イ ギ リスではオーフス条約第3の 柱である 「環境問題に関す

る司法へのアクセス権」についてどのような対策がとられているのだろう

か。後述するが,イ ギ リスにおいては裁判所が大きな裁量の下,環 境公益

訴訟における原告適格を個人 ・団体両方に対 して積極的に容認することに

より環境保護を目的とした訴訟の提起を促進 してお り,こ れはオーフス条

約の要求に適合 したものであると国内外共に高 く評価されている。その一

方,訴 訟費用の高額化などを理由に,オ ーフス条約違反も指摘されている

ところである。本稿は,こ のようなイギ リスにおける 「環境問題に関する

司法へのアクセス権」の実態を,オ ーフス条約の促進する環境公益訴訟を

中心に検討するものである⑰。

第1章 では 「環境問題に関する司法へのアクセス権」に関するオーフス

q6)イ ギリスにおける環境意思決定への市民参加制度に関しては,林 晃大 「イギ

リスにおける環境許可制度と市民参加」近畿大学法学60巻1号(2012年)1頁

以下参照。

⑰ なお,本 稿では自然環境のみならず文化財の保護を目的とするものも環境公

益訴訟の範囲内に含み検討する。
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条 約 の 規 定 に つ い て 検 討 し た 後,イ ギ リ ス に お い て 市 民 が 公 的 機 関 の 行 為

に 異 議 を 唱 え る た め の 中 心 的 な 制 度 で あ る 司 法 審 査 請 求 に つ い て 概 括 す る 。

そ の 後,第2章 に お い て 環 境 公 益 訴 訟 の 原 告 適 格 に 関 す る 裁 判 所 の ア プ

ロ ー チ を,第3章 に お い て は 出 訴 期 間 お よ び 訴 訟 費 用 の 原 則 を そ れ ぞ れ

オ ー フ ス 条 約 と の 適 合 性 と 共 に 考 察 す る 。

第1章 オ ー フ ス 条 約9条 と 司 法 審 査 請 求 制 度

「環 境 問 題 に 関 す る 司 法 へ の ア ク セ ス 権 」 に つ い て,オ ー フ ス 条 約 は 第

9条 に 規 定 を 置 い て い る 。 同 条 は3類 型 の 審 査 手 続 を 定 め て お り,締 結 国

は 国 内 に お い て,9条4項 の 規 定 す る 「差 止 命 令 を 含 む 適 切 か つ 効 果 的 な

救 済 を 提 供 し,ま た 公 正 か つ 公 平 で,時 宜 に か な っ た,不 当 に 高 額 で な い

も の で な け れ ば な らな い 」q8)と い う 要 件 の 下 で,こ れ ら の 審 査 手 続 を 構 築 す

る こ と が 求 め ら れ て い る ⑲。 本 章 で は,こ れ ら3類 型 の 審 査 手 続 を イ ギ リ

ス の 対 応 と 共 に 分 析 し た 後,イ ギ リ ス に お い て そ の 中 心 的 な 制 度 と な る 司

法 審 査 請 求 に つ い て 検 討 を 行 う 。

q8>AarhusConvention,art9(4)

⑲ 「司法へ のア クセ ス権 」 に関す るオ ー フス条 約の規定 は,環 境 影響 評価指令(Direc-

tive2003/35/ECoftheEuropeanParliamentandoftheCouncilof

26May2003providingforpublicparticipationinrespectofthedrawing

upofcertainplansandprogrammesrelatingtotheenvironment

andamendingwithregardtopublicparticipationandaccesstojustice

CouncilDirectives85/337/EECand96/61/EC[2003]OJL156/17)と 総

合 的汚 染 防止 規 制 指令(Directive2008/1/ECoftheEuropeanParliament

andoftheCouncilof15January2008concerningintegratedpollution

preventionandcontrol(CodifiedVersion)[2008]OJL24/8)と い う2

つ のEU指 令 に も組 み 込 ま れ て お り,EU加 盟 国 は国 内法 を オ ー フ ス 条 約 だ

けで な くこれ らのEU指 令 に も適 合 させ る こ とが 求 め られ て い る。
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第1節 環 境 問 題 に関 す る司 法 へ の ア クセ ス権

(1)環 境 情 報 開 示 請 求 に関 す る審 査 手 続(9条1項)

第1に,オ ー フ ス条 約 は公 的 機 関 の 保 有 す る環 境 情 報 の 開 示 請 求 に関 す

る審 査 手 続 を 規 定 して い る。 これ につ いて は9条1項 が 「締 結 国 は,国 内

法 の 枠 内 に お いて,第4条 に基 づ く情 報 の開 示 請 求 ⑳ が,無 視 され,一 部

ま た は全 部 が 不 当 に拒 否 され,不 適 切 な 回 答 が な され,も し くは 同条 の 規

定 に従 っ た取 り扱 いを 受 け られ な か っ た と考 え る者 は,誰 で も司 法 裁 判 所

又 は法 律 に よ って 設 置 され た その 他 の 独 立 か つ 公 平 な 機 関 に よ る審 査 手 続

に ア クセ ス で き る よ う確 保 しな け れ ば な らな い」⑳ とす る。 さ らに 同項 は本

審 査 手 続 に つ い て,「 締 結 国 は,司 法 裁 判 所 に よ る審 査 制 度 を整 備 す る場

合 に は,そ の よ うな 者 が,公 的 機 関 に よ る再 検 討 また は司 法 裁 判 所 と は別

の 独 立 か つ 公 平 な 機 関 に よ る再 審 査 の た め に法 で 設 置 され る,無 料 又 は安

価 の,迅 速 な手 続 き に もア クセ ス で き る よ う確 保 しな け れ ばな らな い 」⑳ と

も規 定 して い る。

この よ うな環 境 情 報 開 示 請 求 に 関す る審 査 手 続 につ い て,イ ギ リス で は,

2004年 環 境 情 報 規 則 が,公 的 機 関 が 環 境 情 報 の 開 示 に関 す る法 的 義 務 に従

わ な か っ た場 合,市 民 は公 的 機 関 に対 して 文 書 で 異 議 を 申 し立 て る こ とが

で き,こ れ を 受 け た公 的 機 関 は必 ず 再 検 討 の 上 何 らか の 回 答 を しな けれ ば

な らな い 旨 を規 定 して い る㈱。 さ らに,実 施 規 則 に よ る と,こ の 審 査 手 続

は公 正 か つ 公 平 で 迅 速 な もの で な けれ ばな らな い⑳。

⑳ オー フス条約4条 に基 づ く情報開示請求 については,林 ・前掲注q5)496頁以下

参照。

(2DAarhusConvention,art9(1)

⑳ibid

㈱EnvironmentalInformationRegulations2004,SI2004/3391,reg11

(1)詳 細 は林 ・前掲注⑮531頁 参照。

(24)CodeofPracticeonthedischargeoftheobligationofpublicauthori-/
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ま た2000年 情 報 公 開 法 に よ る と,公 的 機 関 の 再 検 討 の 結 果 に不 服 の あ る

者 は,独 立 した機関で ある情報 コ ミッ シ ョナ ー(lnformationCommissioner)

に対 して も審 査 請 求 を す る こ とが で き る⑳。 さ ら に,情 報 コ ミ ッシ ョナー

の 決 定 に不 服 が あ る者 は情 報 審 判 所 に不 服 申立 て を す る こ とが 認 め られ て

い る上 ⑳,最 終 的 に は裁 判 所 に訴 訟 を 提 起 す る こ と も可 能 で あ る⑳。

2004年 環 境 情 報 規 則 の前 身 で あ る1992年 環 境 情 報 規 則 ㈱ に は この よ うな

救 済 に関 す る規 定 は存 在 して お らず,オ ー フ ス条 約 の 批 准 や,同 条 約 を 基

礎 とす る 「環 境 情 報 へ の市 民 の ア クセ ス に関 す る指令 」⑳ の制 定 を受 けて こ

れ らの 審 査 手 続 規 定 が 置 か れ る こ と とな っ た。 この よ う に,オ ー フ ス条 約

9条1項 の 規 定 す る環 境 情 報 開 示 請 求 に関 す る審 査 手 続 の 構 築 は,イ ギ リ

ス国 内 に お いて 十 分 に実 現 され て い る と言 え る。

(2)市 民 参 加 の 対 象 とな る環 境 決 定 に関 す る審 査 手 続(9条2項)

第2に,オ ー フ ス条 約 は市 民 参 加 の 対 象 とな る環 境 決 定 に関 す る審 査 手

続 を規 定 して い る。 これ につ いて は9条2項 が 「締 結 国 は,国 内法 の 枠 内

に お いて,関 心 を 持 つ 市 民 で あ って,(a)十 分 な 利 益 を 有 して い る者,あ る

い は その 代 わ りに(b)締結 国 の 行 政 手 続 に関 す る法 律 が 権 利 侵 害 を 要 件 とす

る場 合 に は権 利 の 侵 害 を 主 張 して い る者 が,第6条 の 規 定 … … の 対 象 とな

る決 定,作 為 ま た は不 作 為 の 実 体 的 ・手 続 的 適 法 性 につ いて 争 う こ とが で

＼tiesundertheEnvironmentalInformationRegulations2004,(SI

2004/3391),paras58-67

⑳FreedomofInformationAct2000,s50詳 細 は林 ・前掲注⑮535頁 参照。

(26>ibids57

(27>ibids59

㈱EnvironmentalInformationRegulations1992,SI1992/3240

⑳Directive2003/4/ECoftheEuropeanParliamentandoftheCouncil

of28January20030npublicaccesstoenvironmentalinformation

andrepealingCouncilDirective90/313/EEC[2003]OJL41/26
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き る よ う,司 法 裁 判 所 お よ び/ま た は法 律 に よ って 設 置 され た そ の 他 の 独

立 か つ 公 平 な 機 関 に よ る審 査 手 続 に ア クセ スで き る よ う確 保 しな けれ ばな

らな い」⑳ とす る⑳。本 規 定 は直 接 的 な権 利 侵 害 だ け で は な く 「十 分 な 利 益

(sufficientinterest)」 を 原 告 適 格 の 基 準 とす る こ とで,公 的 機 関 の 行 為 の

相 手 方 の み な らず,環 境 を 保 護 しよ う とす る第 三 者 に対 して も審 査 手 続 へ

の 途 を 開 くこ とを 意 図 して お り,い わ ゆ る環 境 公 益 訴 訟 の 促 進 を 求 めて い

る もの で あ る と解 釈 す る こ とが で き る。

イギ リス に お いて は,こ の よ うな 審 査 手 続 につ いて,オ ー フ ス条 約9条

1項 の 定 め る 「環 境 情 報 開 示 請 求 に関 す る審 査 手 続 」 の よ う に法 規 に よ っ

て 特 別 な 制 度 が 置 か れ る こ と はな く,市 民 は司 法 審 査 請 求 制 度 の 枠 内で 異

議 を 申 し立 て る こ とが で き る。 イギ リスで は1981年 以 降 「十 分 な 利 益 」 を

有 す る者 が 司 法 審 査 を 請 求 す る こ とが で き る と され て お り,オ ー フ ス条 約

も これ と 同 じ文 言 を 用 いて い る こ とか ら,原 告 適 格 の 面 で は,イ ギ リス に

お け る審 査 手 続 は 同条 約9条2項 の 要 求 に適 合 して い る と言 え る働。

(3)私 人 お よ び公 的 機 関 に よ る環 境 関 連 法 規 違 反 に関 す る審 査 手 続(9

条3項)

第3に,オ ー フ ス条 約9条3項 は 「第1項,第2項 に述 べ られ た 審 査 手

続 に加 え,か つ これ らを 侵 害 す る こ とな く,締 約 国 は,国 内法 で 規 定 して

い る要 件 が あ る場 合 に は その 要 件 に合 致 す る市 民 が,環 境 に関 連 す る国 内

法 規 に違 反 す る私 人 お よ び公 的 機 関 の 作 為 お よ び不 作 為 につ いて 争 うた め

に行 政 また は 司法 手 続 に ア クセ スが で き る よ う確 保 しな け れ ば な らな い」㈹

⑳AarhusConvention,art9(2)

⑳ オー フス条約6条 の定 ある市民参加 については,林 ・前掲注q6)11頁以下参照。

舩 原告適格の基準であ る 「十分な利益」 については第2章 で詳細 に検討す る。

⑬AarhusConvention,art9(3)
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と規定 している鱒。 この審査手続についても,イ ギ リス国内では9条2項

の規定と同様に司法審査請求制度を通 じて実現されており,そ こでは第三

者による環境公益訴訟も念頭に置かれている。

第2節 審査手続としての司法審査請求制度

(1)環 境関連法規の下での提訴制度

イギ リスにおいては,様 々な環境関連法規が提訴(appeal)の 制度を置

いている。環境に関する公的機関の行為に異議を申し立てようとする者は,

これらの法規に基づいて審査機関に対して提訴することが認められており,

2003年6月 の時点で50を 超える提訴制度が様々な環境関連法規の下で規定

されていた絢。

例えば,土 壌汚染改善通知に関 しては2006年 土壌汚染(イ ングラン ド)

規則8条 ㊨㊧に基づいて当該通知を受 けた者が,河 川への排出同意の付与に

関 しては1991年 水資源法91条1項 ㊨のおよび1996年 汚染規制(申 請,審 査請

求,登 録)規 則8条 鮒に基づいて排出同意の申請者が,ま た廃棄物管理免

許の付与に関 しては2010年 環境許可(イ ングラン ドおよびウェールズ)規

則31条 ㊨9に基づいて免許申請者が,そ れぞれ大臣に対 して提訴することを

鱒 オーフス条約9条3項 は 「私人および公的機関の作為および不作為」に関す

る訴訟についての規定であるが,本 稿はその中でも 「公的機関の作為および不

作為」に関する訴訟に焦点を当てて検討する。

(35) Richard Macrory & Michael Woods, Modernising Environmental Justice: 
 Regulation and the Role of an Environmental Tribunal, (University College 

 London 2003) 12 

 (36) Contaminated Land (England) Regulations 2006, SI 2006/1380, reg 
 8 

 (37) Water Resources Act 1991, s 91(1) 

(38) The Control of Pollution (Applications, Appeals and Registers) Regula-
 tions 1996, SI 1996/2971, reg 8 

(39) Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010, 
 SI 2010/676, reg 31 

                       46
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認 め られ て お り,ま た,2001年 沖 合 燃 焼 施 設 設 置(汚 染 防 止 規 制)規 則17

条 ㈲ は 沖合 で の焼 却 施 設 の設 置許 可 に 関 して,許 可 申請 者 に よ る高 等 法 院

に対 す る提 訴 制 度 を 置 いて い るω。

この よ う に イギ リスで は,環 境 に関 す る公 的 機 関 の 行 為 につ いて,様 々

な 環 境 関 連 法 規 の 規 定 す る提 訴 制 度 を 通 じて 審 査 機 関 に対 して 異 議 を 申 し

立 て る こ とが 認 め られ て は い る もの の,提 訴 権 は原 則 と して 許 可 の 申請 者

や 通 知 を 受 け た者 と い っ た公 的 機 関 の 行 為 の 直 接 の 相 手 方 に限 定 され て い

る。 その た め,環 境 を 保 護 しよ う と考 え る第 三 者 が 異 議 を 唱 え よ う とす る

場 合 に は提 訴 制 度 を 利 用 す る こ とが で きず,司 法 審 査 請 求 制 度 を 通 じて そ

れ を実 現 す る必 要 が あ る幽。 第 三 者 に よ る公 益 訴 訟 が意 図 され て い るオ ー

フ ス条 約9条2項 お よ び3項 の 定 め る審 査 手 続 と して は,こ の 提 訴 制 度 は

十 分 な もの と は言 え ず,市 民 は司 法 審 査 請 求 制 度 を 用 い る こ と とな るの で

あ る⑬。

ωOffshoreCombustionInstallations(PreventionandControlofPollution)

Regulations2001,SI2001/1091,reg17

qD提 訴制度 につ いてはMacrory&Woods(n35)AppendixAに おいて

詳細な検討が されてい る。

働 司法審査を請求す る場合,提 訴制度のよ うな他の救済手段を利用 し尽 くして

お く必 要 があ る。Rv1ηZ侃4Rθvθ η配Co〃2謝 ∬'oηθr&θκρPr65'oη[1985]

AC835に おいてLordScarmanが 「司法審査 による救 済 は他 の救済 手段が

存在 してい るところで は利用で きな い」 と述べて いるように,司 法審査請求制

度 は原告 にとってあ くまで最終手段であ ると考え られて お り,も し適切な救済

手段が他 に存在す るのであれば,裁 判所は裁量 によって司法審査の許可を付与

しない,あ るいは審理段 階において救済 を拒否 するこ とができる。 しか しなが

ら,近 年裁判所は様々な例外を挙げ ることによりこの規則を次第 に緩和 してい

ると指摘 されている。Moules(n6)71な お本稿で はこのよ うな司法 審査請

求 にお ける"exhaustion"の 問題は扱わず,後 の検討課題 とす る。

⑬ イギ リスでは新 たな審査機関 として環境庁 やナチ ュラル ・イ ングラン ドの行 っ

た民事的制裁 について審理す る環境審判所が2010年 に設置 されて いる。 なお,

環境審判所 につ いて は本稿では扱わず,後 の検討課題 とす る。
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(2)司 法 審 査 請 求 制 度 の 概 略

イギ リス に お いて は 「公 的 機 関 に よ る制 定 法 上 の 権 限 の 行 使 は司 法 審 査

請 求 の 対 象 にな る と い う一 般 的 な 推 定 」㈹ が あ り,「 環 境 規 制 当局 の 圧 倒 的

多 数 は この よ うな 制 定 法 上 の 権 限 を 行 使 す る こ とか ら,司 法 審 査 請 求 制 度

の 対 象 にな る こ と は疑 いの な い と こ ろで あ る」㈲ と考 え られ る㈹。

イギ リスの 司 法 審 査 請 求 制 度 につ いて は既 にわ が 国 で も多 くの 検 討 が あ

る た め,こ こで は本 稿 で の 分 析 に必 要 な 限 りで い くつ か の 点 を 指 摘 して お

く㈲。第1に,原 告 は 司法 審 査 請 求 制 度 を通 じて裁 判 所 に対 して取 消命 令,

禁 止 命 令,職 務 執 行 命 令 と い う大 権 的 救 済 と,宣 言 的 判 決 と差 止 命 令 と い

う私 法 的 救 済 を 求 め る こ とが で き る。 この 司 法 審 査 請 求 制 度 は,元 来 全 く

別 の もの で あ っ た大 権 的 救 済 と私 法 的 救 済 を1つ の 手 続 の 下 で 求 め る こ と

を可 能 にす る た め に,1977年 最 高 法 院規 則53号 ⑱ の 改 革 に よ って 具 体 化 さ

幽 ルfo勧yτ 舵D'r6c'orqプP那 わ1∫cPro56c顔oη3qブ ハ4侃r'枷8[2006]UKPC

20,[2006]1WLR3343[21]

㈲Moules(n6)68

㈹ 司法審査請求の対象の問題 については本稿で は扱わな い。

㊨ イギ リスにお ける司法審査請求制度 に関す る先行研 究 として主 に以下の もの

があ げられ る。 岡村周一 「イギ リス行政法 にお ける原告適格に関す る最近の動

向 につ いて」法学論叢106巻6号(1980年),同 「イギ リス にお ける司法審査申

請の排他性一 「公法」 と 『私法」の一側面一(1)一(7)」(以下,岡 村 「排他性」 と

引用)法 学 論叢118巻1号,2号(1985年),119巻6号(1986年),122巻3号

(1987年),126巻2号(1989年),127巻3号(1990年),127巻5号(1991年),

同 「行政訴訟 改革一イギ リス法の示 唆す る もの一」(以 下,岡 村 「行政訴訟 改

革」 と引用)公 法研究52号(1990年),岡 本博志 『イギ リス行政訴訟法の研究」

(九州大学 出版会,1992年),榊 原秀訓 「行政訴訟 に関す る外国法制調査一イギ

リスー田困」(以 下,榊 原 「外国法 制調査田 困」 と引用)ジ ュ リス ト1244号,

1245号(2003年),同 「司法審査 制度の展 開」戒 能通厚編 『現代 イギ リス法 辞

典」(新 世社,2003年)182頁 以下,林 晃大 「イギ リスにお ける公益訴訟」法 と

政治58巻2号(2007年)359-361頁 等。

⑱RSCOrd53現 在,1977年 最高法院規則53号 は廃止 され,司 法審査請求 に関

す る規定 は民事訴訟規則(CPR54)に 置かれてい る。
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れ た もの で あ り,同 規 則 は1981年 最 高 法 院 法31条 ㈹ に よ って 若 干 の 修 正 が

加 え られ 法 律 化 され て い る⑳。 第2に,原 告 適 格 の 基 準 と して,司 法 審 査

の 請 求 者 は 「請 求 が 関 係 す る事 柄 」 につ いて 「十 分 な 利 益 」 を 有 して いな

けれ ば な らな い61)。第3に,司 法 審 査 は迅 速 に請 求 され な けれ ば な らず,

どの よ うな こ とが あ って も請 求 の 根 拠 が 生 じて か ら3ケ 月 以 内 に行 わ れ な

けれ ば な らな い⑫。 第4に,司 法 審 査 請 求 制 度 は許 可 段 階 と審理 段 階 と い

う2段 階 の手 続 に よ って 構 成 され て い る。訴 え が審 理 段 階 に進 む た め に は,

第1段 階 に お いて 裁 判 所 か ら許 可 を 得 な けれ ばな らず,こ の 許 可 段 階 は,

取 る に足 らな い請 求 や 濫 用 的 な 請 求 を 阻 止 す る た めの いわ ば フ ィル ター の

よ うな機 能 を果 た して い る。公 的機 関 の 行 為 に異 議 を 申 し立 て た い 市民 は,

この よ うな 特 徴 を 持 つ 司 法 審 査 請 求 制 度 を 通 じて そ れ を 実 現 す る こ と とな

るの で あ る。

第2章 環 境 公 益 訴 訟 と 原 告 適 格

イギ リス に お いて 司 法 審 査 を 請 求 しよ う とす る原 告 は 「十 分 な 利 益 」 を

有 して いな けれ ばな らな い と され て お り,オ ー フ ス条 約9条2項 の 規 定 す

る原 告 適 格 の 基 準 も それ と 同 じ文 言 が 用 い られ て い る。 さ ら に 同条 約9条

㈹SupremeCourtActl981,s31現 在,1981年 最 高法院法 は1981年 上級 裁

判所法(SeniorCourtsAct1981)に 変更 され,司 法審査請 求制度 に関す る

規定 も同法31条 に引 き継がれて いる。

⑳ その後,2000年 の民事訴訟規則の改正に よって制度の名称な どが変更 されて

いる。2000年 改正 については,榊 原 「外国法制調 査田 」前掲注㊨238-239頁,岡

本博志 「イギ リスにおける新 たな司法審査手続 について」 川上宏二郎先生古希

記念論文集 「情報社会の公法学』(信 山社,2002年)451-477頁 等参照。

⑳SeniorCourtsAct1981,s31(3)司 法審査請 求制度 の原 告適格 について

は後述す る。

働CPR54.5出 訴期 間とオーフス条約 との関係 につ いて詳細 は後述す る。
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3項 は,原 告適格の基準 として締結国の国内法に従 う旨を示 している。

オーフス条約の規定する 「十分な利益」という基準は,環 境公益訴訟の促

進と司法への広いアクセスを目的として置かれているものであることから,

この基準に適合 しているイギ リスの制度も原告適格の面か ら司法への広い

アクセスを保障 していると言える。

しかしながら,イ ギ リスでは 「十分な利益」の内容については法規 に

よって画一的に定められているのではな く,裁 判所が広い裁量を用いて判

断 している。本章では,イ ギ リスにおける環境公益訴訟の原告適格に関 し

て,裁 判所がどのような判断を行っているのか,ど のような利益が 「十分

な利益」に該当するのか,ま たオーフス条約の要求に適合 しているのかに

ついて,環 境公益訴訟を①個人が原告となったものと②団体が原告となっ

たものに分類 し検討を行う。

なお本稿では,公 的機関の行為の相手方ではない第三者が,公 益の保護

を目的として請求する司法審査請求を公益訴訟と呼ぶ。公益訴訟は,公 益

のみを純粋に保護することを目的に提起される 「①純粋型公益訴訟」と,

原告自身の利益も含んだ公益を保護することを目的に提起される 「②私益

保護型公益訴訟」に分類することができると考え られる。環境公益訴訟に

関 して言えば,例 えば環境保護団体が純粋に公益としての自然環境を保護

しようとして提起するものは前者に,地 域住民が自身の居住する地域の環

境を保護 しようとして提起するものは後者にそれぞれ該当する㈲。

鮒 大久保規子によると,環境公益訴訟とは,「環境利益を守るため,自 己の法的

利益を侵害されたか否かにかかわらず,行 政,企 業等に対し,違 法な行為の差

止め,是 正,環 境損害の回復等を求ある訴訟」をいう。大久保規子 「環境公益

訴訟と行政訴訟の原告適格EU各 国における展開 」阪大法学58巻3・4号(2008

年)659頁。この定義からも,環境公益訴訟には,① 自己の法的利益の侵害を受

けていない者が公益としての環境の保護を求める 「純粋型公益訴訟」と,② 自

己の法的利益を侵害された原告が公益と共にその保護を求める 「私益保護型公

益訴訟」が存在すると言える。
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第1節 司 法 審 査 請 求 制 度 の 原 告 適 格

司 法 審 査 請 求 制 度 が 導 入 され る以 前 は イギ リス にお け る司 法 審 査 の 原 告

適 格 は制 限 的 で あ っ たが,原 告 適 格 を 拡 大 す る こ とで 裁 判 所 へ の ア クセ ス

を 容 易 に す べ き で あ る との 要 求 が多 く,司 法 審査 請 求 制 度 の 導 入 と同 時 に,

原 告 適 格 の 基 準 を 緩 和 す る意 図 で1977年 最 高 法 院 規 則53号3条7項 が 「裁

判 所 は,申 請 に関 係 す る事 柄 につ いて,申 請 人 が 十 分 な 利 益 を 有 して い る

とみ な され な い 限 り,許 可 を与 え るべ きで はな い」勧 と規定 す る こ と とな っ

た。 さ らに こ の基 準 を 具 体 化 した1981年 上 級 裁 判 所 法31条3項 は,「 司 法

審 査 請 求 は,裁 判 所 規 則 に従 って 高 等 法 院 の 許 可 が 得 られ な い限 り提 起 さ

れ るべ きで はな い。 ま た,申 請 が 関 係 した事 柄 につ いて 申請 人 が 十 分 な 利

益 を 有 して い る と考 え られ な い限 りは,裁 判 所 はそ の よ うな 申請 を 行 う許

可 を与 え る べ きで は な い」㈲ と して お り,こ れ らの規 定 に よ って,原 告 が

「十 分 な 利 益 」 を有 して い るか ど うか が 司 法 審 査 に お け る原 告 適 格 の 判 断

基 準 とな って い る。

「十 分 な利 益 」の意 味 に つ いて初 めて争 われ た事 案 がRvInlandRevenue

Commissioners,expNationalFederationofSelf-EmployedandSmall

BusinessesLtd.㈱(以 下,IRC判 決)で あ る。 本事 案 にお い て,貴 族 院 は

原 告 適 格 に関 して 以 下 の 重 要 な 点 を 判 示 して い る。

第1に,原 告 適 格 の 有 無 の 判 断 は司 法 審 査 の 許 可 段 階 と審 理 段 階 の 両 方

で 行 わ れ な けれ ばな らな い。1977年 最 高 法 院 規 則 お よ び1981年 上 級 裁 判 所

法 は 「十 分 な 利 益 」 と い う基 準 を 司 法 審 査 請 求 の 許 可 の 付 与 条 件 と して 規

創)RSCOrd53,r3(7)

㈲SeniorCourtsAct1981,s31(3)

6⑤[1981]2WLR722本 判決 に関 してはわが国でも多数の分析 が行 われて いる

ため,本 稿 では原告適格 に関す る重要 な判示 についてのみ検討 する。 なお本事

案 につ いて詳 し くは,岡 村 「排他性(2)」前掲 注㈲1-15頁,岡 本 ・前掲注㈲71-84

頁,林 ・前掲注㈲361-364頁 等参照。
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定 して い る が,IRC判 決 は 「これ に一 石 を投 じ」6のて お り,許 可 段 階 に お

いて は 明 らか に望 み が な く濫 用 的 な 請 求 の み を し りぞ け,「 十 分 な 利 益 」

の 判 断 は審 理 段 階 に持 ち越 す べ き とす る。

第2に,審 理 段 階 に お け る 「十 分 な 利 益 」 の 判 断 につ いて は,本 案 と切

り離 して 判 断 す べ きで はな い。 審 理 段 階 に お いて は,原 告 適 格 と本 案 とを

「融合 させ て」鮒 検 討 し,そ の判 断 に お いて は 公 的機 関 の権 限 や 義 務 の性 質,

主 張 され て い る請 求 の 対 象,違 法 性 の 性 質,原 告 の 主 張 す る利 益 の 性 質 な

ど様 々な 要 素 を 考 慮 に入 れ る こ と とな る。 そ して,行 政 側 に権 限 の 濫 用 が

あ っ た とい う も っ と もな 理 由 が 示 され た場 合 に は,司 法 審 査 を 請 求 す る

「十 分 な利 益 」 を有 して い る と解 す べ き で あ る と され る⑲。

第3に,「 十 分 な 利 益 」 の基 準 が 司 法 審 査 請 求 を 通 じて 利 用 す る こ との

で き る全 て の 救 済 手 段 に適 用 され る。 司 法 審 査 請 求 制 度 が 導 入 され る まで

は,大 権 的 救 済 の 救 済 手 段 それ ぞ れ に お いて 原 告 適 格 の 基 準 が 異 な って い

た こ とか ら,原 告 適 格 の 統 一 に よ り国 民 に と って 利 用 しや す い制 度 とな っ

た。

裁 判 官 は これ らの 点 を 考 慮 した上 で 原 告 適 格 の 有 無 の 判 断 を 行 う こ と と

な る が,本 事 案 に お いて は さ らにLordWilberforceが 行 政 機 関 の義 務 違

反 や行 為 の 違 法 性 の 程 度 が 「十 分 に重 大 」㈹ で あ る場 合,LordFraserが

⑳TimothyPitt-Payne,`StandinginJudicialReviewProceedings'in

M.SupperstoneandJ.Goudie,ノ 配4∫磁ZR6vl6w,(2ndedn,Butterworths

1997)332

㈹P.P.Craig,A4〃 翻3〃 α癖6Lαw,(4thedn,Sweet&Maxwell2003)729

⑲ 本判決では,LordWilberforce,LordFraser,LordRoskill,LordScarman

が被告の行為 には 「違法性」がな いため,原 告 には司法審査を請求す る 「十分

な利益」がない として原告適格 を認 めなか った。岡本博志 はこの ことにつ いて,

訴訟要件た る原告適格の問題 と,本 案た る違法性の問題 とを区別 して きた従来

の手法 とは異な った 「原告適格へ の全 く新 しいアプ ローチ」 であ ると述べてい

る。岡本 ・前掲注㈲76頁 。

⑳[1981]2WLR730
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「重大なあるいは広範にわたる違法性」61)がある場合,LordRoskillが 「不

適当な圧力や動機により」㈱公的機関が義務を怠 った場合には,原 告は 「十

分な利益」を有するとそれぞれ判断 している。つまり司法審査請求におい

ては,公 的機関の権限の濫用が重大な違法性を生 じさせるという合理的な

理由が示された場合に,原 告は 「十分な利益」を有 していると解される。

これは実質的に原告適格の大幅な拡大につながると考えられ,LordDiplock

は 「圧力団体や公共心のある納税者が,時 代遅れの原告適格に関する技術

的な規則によって,法 の支配の擁護 や,違 法な行為の停止を訴えることを

妨げられれば,そ れは我々の公法制度における重大な欠陥になってしま

う」⑬とその正当化理由を示 している。

第2節 個人による環境公益訴訟

イギ リスではIRC判 決が1つ の転機とな り,「十分な利益」の枠組みが

拡大されることで,個 人や団体による公益訴訟の提起が促進されることと

なった。本節および第3節 では,環 境公益訴訟の原告適格に関する裁判所

の判断について,① 個人が原告となったものと②団体が原告となったもの

に分類 して検討を行う㈹。

(1)原 告適格の拡大

個人の提起する公益訴訟においては,裁 判所がIRC判 決での基準を用い

て原告適格を拡大 して解釈することが多い。例えば,環 境公益訴訟ではな

(61)ibid742

㊨2>ibid757

(63>ibid740

㈹ 本稿では原告適格の検討に必要な範囲で環境公益訴訟以外の公益訴訟につい

ても考察する。なお,イ ギリスにおける公益訴訟については,林 ・前掲注㈲に

おいて,原告が保護しようとした利益の性質に応じて詳細な分析を行っている。
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いが,イ ギ リス政 府 がECと 締 結 した支 払 約 束 に関 す る枢 密 院 令 の 制 定 に

つ いて一納税者 が異議を唱 えたRvHerMajesty'sTreasury,expSmedley㈹

に お いて は,原 告 が 他 の 納 税 者 と比 較 して 深 い利 害 関 係 を も って い るわ け

で は な い に もか か わ らず,「 重 大 な 問 題 」 を提 起 して い る と い う こ とを 理

由 に原 告 適 格 が 認 め られ て い る。 同様 に,刑 事 裁 判 に お け る裁 判 官 の 身 元

を非 公 開 とす る決 定 につ い て ジ ャー ナ リス トが 異 議 を 申 し立 て たRvFe-

lixtoweJustice,expLeigh㈹ にお い て も,原 告 が個 人 的 な 利 害 関係 を有 し

て い る わ け で は な い に もか か わ らず,「 開 か れ た 司 法 」 の 維 持 とい う一 般

的 公 益 を 代 表 して 原 告 適 格 を 認 め られ て い る。

この よ うな 原 告 適 格 の 拡 大 は,環 境 公 益 訴 訟 に お いて も導 か れ て い る。

例 え ば,歴 史 的 価 値 の あ る建 造 物 につ いて 地 方 公 共 団 体 が 保 護 義 務 を 怠 っ

た と して地 域 住 民 が 公 益 訴 訟 を 提 起 したRvStroudDistrictCouncil,ex

pGoodenoughandothers㊨ りに お い て,高 等 法 院 のWoolf裁 判 官 はIRC

判 決 以 降 の 原 告 適 格 の拡 大 に つ いて 述 べ た 後,「 そ の 地 域 と… …原 告 との

関 係 を考 え る と,司 法 審 査 を 裁 判 所 に請 求 し,地 方 公 共 団 体 が 建 造 物 を 保

護 す る た め に制 定 法 で 定 め られ た権 限 を 行 使 す べ きで あ る と主 張 す る十 分

な 原 告 適 格 を 有 して い る」囎 と示 し,地 域 住 民 の原 告 適 格 を容 認 して い る。

ま た,地 域 住 民 ・教 会 区 長 ・複 数 の 環 境 保 護 団 体 の 会 員 と い う立 場 に あ

る原 告 が,地 方 公 共 団 体 に よ る採 石 場 拡 大 に関 す る開 発 許 可 の 付 与 に異 議

を 申 し立 て たRvSomersetCountyCouncilandARCSouthernLtd.,ex

pDixon㊨9に お い て も,高 等 法 院 のSedley裁 判 官 が,「(原 告 は)自 然 環 境

㈲[1985]2WLR576本 判決 について詳細 は,林 ・前掲注㈲387-389頁,岡 村

「排他性(2)」前掲注㊨16頁,岡 本 ・前掲注㈲85-86頁 等参照。

㈹[1987]1QB582本 判決 について詳細は,林 ・同上401-402頁,榊 原 「外国

法制調査(下)」前掲注㈲169頁 参照。

㈲[1982]JPL246本 判決 につ いて詳細 は,林 ・同上376頁 参照。

㈹ibid

㈹[1997]COD323本 判 決について詳 細は,林 ・前 掲注㈲368-370頁 参 照。
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に影響を与えるであろう開発許可の付与について関心を持ち,裁 判所に訴

えを提起する権利を持つ市民である」⑩と判示 し,原 告が自然環境に関する

「重大な問題」を提起 していることを理由に原告適格を認めている。

またDixon判 決においては,Sedley裁 判官が公益訴訟における原告適

格の判断について以下のような重要な判示を行っている。「公法は 『権利』

ではなく,『違法』すなわち 『公権力の濫用』に関係するものである。そ

して裁判所は,争 点や結果において特定の利害関係を有さないが単なるお

節介屋でもない個人あるいは団体が,明 らかな権限の濫用について訴訟を

提起することを望む場合があるという事実を理解 している。そのような権

限の濫用についてのもっともな主張が(司 法審査の)許 可の申請時になさ

れれば,裁 判所にとって重要なのはそれが不純な動機によって行われてい

ないかどうかを判断することだけである。そして審理段階においては,も

し権限の濫用が主張されれば……裁判所は救済を与えるかどうかあるいは

救済の形式のみを原告適格との関係で検討することになる」⑳。つまり,個

人による環境公益訴訟については,裁 判所は許可段階において訴訟が不純

な動機によって提起されていないかどうかを判断 し,さ らに審理段階にお

いては公的機関による明 らかな権限の濫用が主張されていれば,環 境を享

受する利益を 「十分な利益」として認め,広 い裁量を用いて原告適格を容

認することとなる。

(2)原 告適格の制限

(a)地 域外の者による環境公益訴訟の提起

しか しなが ら環境公益訴訟を提起する個人に自動的に原告適格が認めら

れているわけではない。例えば,地 方公共団体が有名な公園内の採石場拡

(7①ibid331

(71)ibid
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大 の 開 発 許 可 を付 与 した こ と に つ い て,一 市 民 が異 議 を 申 し立 て たRv

NorthSomersetDistrictCouncilandPioneerAggregates(UK)Ltd.,

expGarnettandanother⑫ に お い て は,原 告 が 環 境NGO「 地 球 の友 」の

会 員 で あ った に もか か わ らず,高 等 法 院 のPopplewell裁 判 官 は,原 告 が

採 石 場 か ら4マ イル も離 れ た場 所 に住 ん で い た こ と,原 告 の 居 住 地 の 近 く

に は別 の 公 園 が 存 在 す る こ とな どを 理 由 に原 告 適 格 を 認 めな か っ た。 同様

に,RvNorthWestLeicestershireDistrictCouncilandEastMidlands

InternationalAirportLtd.,expMoses⑬ に お い て も,飛 行 場 の 運 営 につ

いて 異 議 を 唱 え た市 民 が 既 に その 地 域 に は居 住 して いな い こ とを 理 由 に,

高 等 法 院 のScottBaker裁 判 官 が 原 告 適 格 を 否 定 して い る。本 事 案 に お い

て,同 裁 判 官 は,原 告 が 司 法 審 査 の 請 求 時 に そ の地 域 に居 住 して い れ ば

「十 分 な 利 益 」 を 有 して い た で あ ろ う と述 べ て い る。 この よ うに地 域 外 に

住 む 個 人 が 特 定 地 域 の 環 境 を 保 護 す る た め に提 起 した環 境 公 益 訴 訟 に お い

て は,Dixon判 決 の 「争 点 や結 果 に お い て特 定 の利 害 関係 を有 さ な い」 者

に も原 告 適 格 を 認 め る と い う判 示 と は異 な り,公 益 訴 訟 の 提 起 が 認 め られ

て いな い。

先 述 した分 類 の下 で は,地 域 住 民 が 訴 訟 を 提起 したGoodenough判 決 お

よ びDixon判 決 は 「私 益 保 護 型 公益 訴 訟 」 に,地 域 住 民 以 外 の 個 人 が 訴 訟

を提 起 したGarnett判 決 お よ びMoses判 決 は 「純 粋 型 公 益 訴 訟 」 にそ れ

ぞれ 該 当す る。 個 人 に よ る環 境 公 益 訴 訟 につ いて は,前 者 の 原 告 適 格 は認

め られ や す い傾 向 に あ る もの の,後 者 の 原 告 適 格 は裁 判 官 の 裁 量 に よ って

認 め られ な い可 能 性 も あ る と言 え る。

一 方
,R(ontheapplicationofHammerton)vLondonUnderground

⑫[1997]JPL1015本 判決 につ いて詳細 は,林 ・前掲注㈲370-371頁 参照。

⑱[2000]JPL1287本 判決 につ いて詳細 は,林 ・同上371頁 参照。
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Ltd.㈲ に お いて は,歴 史 的 価 値 の あ る貨 物 操 作 場 を 保 護 しよ う と した ロ ン

ドン鉄 道 遺 産 委 員 会 の 名 誉 幹 事 で あ る個 人 原 告 に原 告 適 格 が 認 め られ て い

る。 本事 案 に お い て,高 等 法 院 のOuseley裁 判 官 は,「 原 告 が た とえ 財 産

上 の 利 害 関 係 を 有 して いな か っ た と して も,… … 歴 史 的 な 鉄 道 建 築 物 につ

いて 知 識 が 豊 富 で あ る こ と は明 らか で あ り,彼 は お節 介 屋 と して 無 責 任 に

干 渉 して い るわ けで はな い 」㈲ と示 して お り,た とえ 原 告 が直 接 の利 害 関 係

を 有 して いな か っ た と して も,原 告 の 有 す る専 門 知 識 を 原 告 適 格 を 容 認 す

る1つ の 要 件 と捉 え,環 境 公 益 訴 訟 の 提 起 を 認 めて い る。 本 判 決 は個 人 に

も 「純 粋 型 公 益 訴 訟 」 の 原 告 適 格 を 容 認 して お り,専 門 知 識 と い った 原 告

の 能 力 の 公 益 訴 訟 に お け る重 要 性 を 明 示 して い る と言 え る。

(b)不 純 な 動 機 や 不 適 切 な 目的

Dixon判 決 に よ る と,不 純 な 動 機 に よ って 環 境 公 益 訴 訟 が 提 起 され た 場

合 に は司 法 審 査 の 許 可 段 階 に お いて 原 告 適 格 が 否 定 され る こ と とな る。 同

様 にR(ontheapplicationofFeakins)vSecretaryofStatefortheEn-

vironment,FoodandRuralAffairsσ ㊧に お い て も,控 訴 院 のDyson裁 判

官 が,「 も し原 告 が 不 純 な動 機 や 不 適 切 な 目的 の た め に訴 訟 を提 起 して い

るの で あれ ば,た とえ 決 定 の 適 法 性 を 判 断 す る公 益 性 が 存 在 して いた と し

て も,裁 判 所 が原 告 適 格 を認 め る こ とは 困 難 で あ る」㈲ と示 して お り,公 益

訴 訟 提 起 の 動 機 は原 告 適 格 の 判 断 に お いて 重 要 視 され て い る と言 え る。

環 境 公 益 訴 訟 を 提 起 しよ う と した団 体 が 訴 訟 費 用 の 支 払 い責 任 を 回 避 す

る た め,法 的 扶 助 を 受 け る資 格 を 有 す る個 人 を 原 告 と して 指 名 し,そ の 個

㈲[2002]EWHC2307(Admin),[2002]AllER(D)141(Nov)

(75>ibid[200]

(76)[2003]EWCACiv1546,[2003]AllER(D)39(Nov),[2004]1WLR

1761

(77)ibid[23]
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人 の 名 で 司 法 審 査 を 請 求 す る場 合 に は,そ の 原 告 が 地 域 住 民 で あ るな ど直

接 的 な 利 害 関 係 を 持 たな い限 り,そ の 公 益 訴 訟 の 提 起 が 不 純 な 動 機 に よ る

もの と して 原 告 適 格 が 否 定 され る。 これ はセ メ ン ト工 場 に対 して 環 境 庁 が

付 与 した タ イ ヤ焼 却 の 許 可 につ いて,周 辺 地 域 に居 住 す る ホー ム レスで あ

る原 告 が 司 法 審 査 を 請 求 したR(ontheapplicationofEdwards)vEnvi-

ronmentAgency⑱ に お いて 示 され て い る(79)。

第3節 団 体 に よ る環 境 公 益 訴 訟

(1)団 体 の 原 告 適 格

高 等 法 院 は1990年 のRvSecretaryofStatefortheEnvironment,exp

RoseTheatreTrustCoβ ①に お い て,環 境 公 益 訴 訟 に お け る団 体 の 原 告 適

格 に関 して 制 限 的 な ア プ ロー チを 採 用 して い る。 本 事 案 は,歴 史 的 価 値 の

あ る劇 場 を 保 存 す べ き遺 跡 の リス トに登 録 しな い とす る大 臣の 決 定 が 違 法

で あ る と して,そ の 遺 跡 を 保 護 す る た め俳 優,地 域 住 民,専 門 家 等 に よ っ

て 結 成 され た団 体 が 司 法 審 査 を 請 求 した もの で あ る。 本 事 案 に お いて,司

法 審 査 の許 可 は 付 与 され た が,審 理 段 階 に お い てSchiemann裁 判 官 が 以

下 の理 由 か ら団体 の 原 告 適 格 を 認 め なか った侶D。① 司法 審 査 請 求 の 許 可 が

付 与 され て も,審 理 段 階 に お いて 裁 判 所 は請 求 者 が 「十 分 な 利 益 」 を 有 し

て い るか ど うか を も う一 度 審 査 す るべ きで あ る。 ② 原 告 が 「十 分 な 利 益 」

(78)[2004]EWHC736(Admin),[2004]3AllER21

⑲ 控訴院のKeithJ.裁 判官 は,原 告であ るホー ムレスが指名 された理 由が法

的扶助を獲得 するためで あるとい う推論 に抗 うことは困難 であると しなが らも,

最終的 には,原 告 は地域住民 であ り,公 的機関の決定 により直接的な影響を受

けることか ら 「十分な利益」を有す ると判断 してい る。

⑳[1990]2WLR186本 判決 について詳細 は,林 ・前掲注(4'378-379頁,岡 村

「行政訴訟改革」前掲注㈲209頁 等参照。

(81)ibid200
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を有 しているかどうかは,純 粋に裁判所の裁量の問題ではない。⑧あらゆ

る市民が制定法上の義務違反に異議を申し立てることができるわけではな

い。そうでなければ 「十分な利益」という文言は意味を持たな くなる。④

しか しなが ら,直 接的な経済的 ・法的利益が要求されるわけではない。⑤

裁判所が制定法上の義務違反に対する訴えを検討する場合には,制 定法が

公的機関にその義務を果たさせる権限を原告に与えているかどうかを判断

しなければな らない。⑥単に利益を有 していると主張するだけでは 「十分

な利益」は認められない。⑦もし個人が利益を有 していなければ,そ の個

人が何千人集まって利益を主張 したとしても,そ の事実だけでは 「十分な

利益」を認めることはできない。⑧団体の規約が,特 定の目的を遂行する

ための権限をその団体に与えていたとしても,そ れが 「十分な利益」につ

ながるわけではない。

本事案においてSchiemann裁 判官は,原 告が公的機関の行為 との間に

直接的な利害関係が存在することを証明することによってのみ 「十分な利

益」を有すると判断することができるとし,提 起された問題の重要性や公

益を実現するために訴訟が提起されているという事実が原告適格を認める

根拠にはな らないと考えたのである。 しか しなが ら,こ れはイギ リスにお

ける団体による環境公益訴訟の歴史の中でも極めて例外的な判断であり,

Schiemann裁 判官は後に,生 物種に悪影響を与えるおそれのある開発許可

の付与についてイギ リス爬虫類学協会が異議を唱えたRvPooleBorough

Council,expBeebeeandothers働 において,RoseTheatre判 決における

原告適格の判断の困難さについて述べた後,直 接的な利害関係を有さない

原告団体に対 して環境公益訴訟の原告適格を認めている。両判決において

原告が保護 しようとした利益は異なったものではあるが,Schiemann裁 判

(82)[1991]JPL643詳 細は林 ・前掲注㊨375頁参照。
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官 の 考 え る原 告 適 格 の 基 準 はRoseTheatre判 決 後 に 緩 和 さ れ た と言 え る 。

RoseTheatre判 決 以 後 の 団 体 に よ る 環 境 公 益 訴 訟 に お い て,原 告 適 格 の

範 囲 は 個 人 の 場 合 と 比 較 して も よ り拡 大 さ れ て 解 釈 さ れ て い る 。 例 え ば 環

境 保 護 団 体 で あ る グ リー ン ピ ー ス が 放 射 能 廃 棄 物 の 排 出 許 可 に つ い て 異 議

を 唱 え たRvHerMajesty'sInspectorateofPollution,expGreenpeace

Ltd.(No.2)㈱ に お い て,高 等 法 院 のOtton裁 判 官 は,「 グ リー ン ピ ー ス

は,… … 自然 環 境 の 保 護 を 主 た る 目的 と した 著 名 な 運 動 団 体 で あ る 」㈹ こ と

を 示 し,さ ら に ① 原 告 で あ る グ リー ン ピ ー ス が 環 境 や 健 康 へ の 危 険 に つ い

て 関 心 を 持 っ て い る こ と,② 提 起 さ れ た 問 題 は 深 刻 で,裁 判 所 で 解 決 す る

に 値 す る こ と,③ 提 起 さ れ た 問 題 は 広 く 拡 散 し て い く こ と か ら グ リー ン

ピ ー ス が 広 い 公 益 を 代 弁 して い る こ と な ど を 理 由 に 直 接 的 な 利 害 関 係 を 有

さ な い 原 告 団 体 の 原 告 適 格 を 認 め て い る ㈲。

ま た 環 境 公 益 訴 訟 で は な い が,結 成 か ら20年 以 上 経 過 し13,000人 以 上 の

(83)[1994]4AllER329本 判 決 につ いて 詳 細 は,林 ・前 掲 注 ㈲372-374頁 等 参

照 。

(84)ibid349-350

㈲ 他 に も グ リー ン ピー ス は,大 西 洋 に お け る石 油 の 採 掘 計 画 に つ い て 異 議 を 唱

え たRVSecretaryofStateforTradeandIndustry,expGreenpeaceLtd.,

TheTimes,19January2000や,新 し い混 合 酸 化 物 燃 料 工 場 を 始 動 させ る

許 可 を 与 え る 政 府 の 決 定 に 対 し て 異 議 を 唱 え たR(ontheapplicationof

FriendsLゾtheEarthandGreenpeaceLtd.)vSecretaryLゾStatefortheEn-

vironment,FoodandRuralAffairsandanother[2001]EWHCAdmin914,

ブ ラ ジ ル か らの 材 木 の 輸 入 許 可 がEU指 令 に違 反 して い る と して異 議 を 唱 え

たR(ontheapplicationofGreenpeaceLtd.)VSecretaryofStateforthe

Environment,FoodandRuralAffairs[2002]EWCACiv1036,[2002]1

WLR3304,ク ジ ラ 目の 生 物 の 乱 獲 を 減 らす た め の 政 策 の 合 理 性 に異 議 を 申 し

立 て たR(ontheapplicationofGreenpeaceLtd.)VSecretaryofStatefor

Environment,FoodandRuralAffairs[2005]EWCACiv1656な ど様 々な 環

境 公 益 訴 訟 にお いて,裁 判 所 が特 に議 論 す る こ と もな く,い わ ば 自動 的 に原 告

適 格 が 認 め られ て い る。 詳 細 は,林 ・前 掲 注 ㊨374-375頁 参 照 。
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支 持 者 を抱 え るNGO団 体 が マ レー シア にお け るダ ム建 設 に対 す る費 用 援

助 を行 う とす るイ ギ リス政 府 の 決 定 に対 して異 議 を 唱 え たRvSecretary

ofStateforForeignandCommonwealthAffairs,expWorldDevelop-

mentMovement⑱ ㊧に お い て も,高 等 法 院 のRose裁 判 官 は,① 法 の 支 配 を

擁 護 す る こ との 重 要 性,② 提 起 され た問 題 の 重 要 性,⑧ 他 に責 任 の あ る異

議 申立 人 の 不 在,④ 義 務 違 反 の 性 質,⑤ 海 外 援 助 に関 して 助 言 ・指 針 を 与

え る原 告 の 突 出 した役 割 と い っ た点 を 重 視 し,原 告 団 体 の 原 告 適 格 を 認 め

て い る。 な お本 判 決 で 示 され た これ らの 要 件 は,定 期 報 告 書 の 作 成 と実 施

状 況 の 検 討 を締 結 国 に義 務 付 けて い るオ ー フ ス条 約10条2項 ㈱ の 下 で イギ

リス政 府 が提 出 した 「2011年 オ ー フ ス条約 実 施 報 告 書 」㈱ の 中 で も言 及 され

て お り,環 境 公 益 訴 訟 に お け る団 体 の 原 告 適 格 の 判 断 要 素 と して も重 要 な

もの とな って い る。

団 体 の 原 告 適 格 につ いて も,個 人 の 場 合 と 同様,裁 判 所 は公 的 機 関 の 権

限 や 義 務 の 性 質,主 張 され て い る違 法 性 の 性 質,原 告 の 主 張 す る利 益 の 性

質 を 考 慮 に入 れ,さ らに団 体 の 知 名 度 や 社 会 的 地 位,専 門 性 な ど も検 討 し

た上,広 い裁 量 を 用 いて 原 告 適 格 を 認 めて い る。 環 境 公 益 訴 訟 の 大 多 数 が

グ リー ン ピー ス,地 球 の 友,ナ シ ョナル ・ トラ ス トに代 表 され る組 織 内 に

法 律 専 門 家 を 抱 え た大 規 模 団 体 に よ って 提 起 され,そ れ らの 原 告 適 格 は積

極 的 に容 認 され て い るが,近 年 で は,比 較 的無 名 の 団体(89)や法 人 化 され て

いな い団 体 に まで 原 告 適 格 が 認 め られ て お り,環 境 公 益 訴 訟 にお け る 「原

(86)[1995]1AllER611本 判決 について詳細 は,林 ・前掲注㈲384-387頁 参照。

(87)AarhusConvention,art10(2)

(88)EconomicCommissionforEurope,Implementationreportsubmittedby

theUnitedKingdom(2011)21-22

(89)R(ontheapplicationofBuglife‐TheInvertebrateConservationTrust)

vThurrockThamesGatewayDevelopmentCorporation[2008]EnvL.R.31

本事案 につ いて詳細 は後述す る。
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告 団 体 の 主 張 が 明 らか に強 力 な もの で あれ ば,原 告 適 格 が 否 定 され る こ と

は ほ とん どな い」⑲①と指 摘 さ れ て い る。

この よ う に イギ リス に お いて は,公 的 機 関 の 行 為 に よ って 直 接 的 に利 益

の 侵 害 を 受 けな い団 体 が,純 粋 に公 益 と して の 環 境 を 保 護 す る こ との み を

目的 に 「純 粋 型 公 益 訴 訟 」 を 提 起 す る こ とが 積 極 的 に認 め られ て お り,こ

の よ うな裁 判 所 の姿 勢 につ い て,2003年 のEnvironmentalJusticeProject

(以下,EJP)⑲Dに よ るア ンケ ー ト調 査 で は,「 不 満 足 」 とす る回 答 はわ ず か

13%に と ど ま り,残 りの 回 答 は全 て 「満 足 」 お よ び 「お おむ ね 満 足 」 と,

裁 判 所 の 傾 向 が 高 く評 価 され て い る こ とが うか が え る㈱。

(2)原 告 適 格 の 制 限

(a)法 人 格 の 有 無

原 告 団 体 の 法 人 格 の 有 無 に よ って 裁 判 所 の 判 断 が 異 な る場 合 が あ る。 法

人 化 され て い な い 団体 に関 して は,RvDarlingtonBoroughCounciland

DarlingtonTransportCompany,expAssociationofDarlingtonTaxi

Owners㈱ に お い て,高 等 法 院 のAuld裁 判 官 が,非 法 人 団体 は 自身 の 名 に

お いて 司 法 審 査 を 請 求 す る こ とが で きな い と判 示 して い た。 彼 は,そ の 理

由 と して 原 告 適 格 の 問 題 以 前 に,司 法 審 査 を 請 求 す る法 的 能 力 を 欠 いて い

(90)Moules(n6)105

(91)EJPは イギ リスにおけ る環境法 の運用を審査す る目的で設立された弁護士な

どで構成 され るプロジェク トで ある。 本プ ロジェク トは司法制度が環境保護 に

貢献すべきであるという前提か ら取 り組 まれてお り,EJPは その中で約40人 の

弁護士 と16のNGOを 対象 にイギ リスにおける環境訴訟に関す るアンケー ト調

査を行 って いる。なお,選 択肢は 「満足」「おおむね満足」「不満足」か ら成 る。

P.Castle,M.Day,C.HattonandP.Stookes,AReportbytheEn-

vironmentalJusticeproject,(EnvironmentalJusticeProject,2004)

(92Jibid31

(93)[1994]COD424
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る こ とを 挙 げ る。

しか しなが ら,2年 後 のRvTrafficCommissionerfortheNorthWest-

ernTrafficArea,expBrake鱒 に お い て は,高 等 法 院 のTurner裁 判 官 が

全 く反 対 の結 論 を 出 して い る。そ の 理 由 と して,私 法 上 の 訴 訟 に お い て は,

原 告 は私 人 と して の 権 利 を 主 張 す る た め,訴 訟 を 提 起 す る権 利 が 法 人 にの

み 認 め られ る こ とが 論 理 的 で あ る一 方,公 法 上 の 訴 訟 にお いて は,公 的 機

関 の 行 為 の 違 法 性 が 第 一 に争 わ れ る こ と とな り,原 告 は公 的 機 関 に よ る権

限 濫 用 の 統 制 を 目的 と して 裁 判 所 に よ る監 督 権 限 の 行 使 を 請 求 す る こ と と

な る た め,訴 訟 を 提 起 す る権 限 を 法 人 に限 定 す る こ と は適 当 で はな い と さ

れ る。 イギ リス法 律 委 員 会(LawCommission)も1994年 の 「行 政 法:司

法 審 査 と制 定 法 上 の 提 訴 」㈱ と い う報 告 書 の 中 で,「 法 人 化 され て いな い団

体 で あ っ た と して も 自身 の 名 に お いて 司 法 審 査 を 請 求 す る こ とが 認 め られ

るべ きで あ る」⑲⑤と勧 告 して お り,近 年 で は法 人 格 の 有 無 が原 告 適 格 の有 無

に影 響 す る こ と はな くな って い る。

(b)訴 訟 費 用 回 避 を 目的 と した団 体 の 設 立

原 告 が 敗 訴 した場 合 の 相 手 方 の 訴 訟 費 用 の 支 払 い責 任 を 原 告 個 人 で 負 う

こ と を 回避 す る た め㈱,環 境 を保 護 しよ う とす る個 人 が 団 体 を 結 成 し,そ

の 団 体 の 名 に お いて 環 境 公 益 訴 訟 が 提 起 され る こ とが あ る。 この よ うな 環

境 公 益 訴 訟 の 典 型 例 は,地 域 住 民 が 団 体 を 結 成 し,地 域 環 境 を 保 護 す るた

め に提 起 す る もの で あ り,こ こで は原 告 団 体 の 中 に公 的 機 関 の 行 為 に よ っ

(9の[1996]COD248

飼LawCommission,AdministrativeLaw:JudicialReviewandStatutoryAp-

peals(LawComNo226,1994)

(96)ibid119

働 訴訟費用 につ いて,イ ギ リスでは一般的 に敗訴者負担主義が採 られてい る。

訴訟費用の原則 について は第3章 において詳細 に検討す る。
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て 直 接 的 に権 利 侵 害 を受 け るで あ ろ う地 域 住 民 が 含 まれ て い る た め,「 私

益 保 護 型 公 益 訴 訟 」 に該 当す る と言 え る。

この よ うな 訴 訟 に お いて も,裁 判 所 は,訴 訟 費 用 の 負 担 を 軽 減 す る と い

う原 告 団 体 の 設 立 目的 を 理 由 に原 告 適 格 を 否 定 す る こ と はな い。 これ は地

方 公 共 団 体 に よ る鉱 物 採 掘 許 可 の 付 与 に関 して,司 法 審 査 請 求 の 直 前 に地

域 住 民 に よ って 結 成 され た 団 体 が 環 境 公 益 訴 訟 を 提 起 したRvLeicester

CountyCouncil,HepworthBuildingProductsLtd.andOnyx(UK)Ltd.,

expBlackfordby&BoothorpeActionGroupLtd.㈱ にお いて,高 等 法 院

のRichard裁 判 官 が,「 団 体 の 結 成 は多 くの 利 点 を 生 じさせ … …,敗 訴 し

た場 合 の 訴 訟 費 用 の 支 払 い につ いて 個 人 責 任 を 回 避 す る こ と もで き る。 し

か しな が ら,こ れ を 理 由 に原 告 適 格 を 否 定 す る こ と に よ って,団 体 を 結 成

す る とい う手 段 を 妨 げ るべ き で はな い」(99)と判示 して い る こ とか ら も明 らか

で あ る。

またResidentsAgainstWasteSiteLtd.vLancashireCountyCouncilQO①

に お いて,高 等 法 院 のIrwin裁 判 官 は,環 境 公 益 訴 訟 提 起 の わ ず か2日 前

に地 域 住 民 に よ って 結 成 され た団 体 に も原 告 適 格 を 認 めて い る。 元 来 地 域

住 民 が 大 規 模 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 許 可 に対 して 反 対 運 動 を 行 って お り,

ウ ェ ブサ イ ト上 で 「我 々が 支 払 い責 任 を 回 避 す る た め に は有 限 会 社 を 設 立

す る他 はな い」 と明 言 した上,団 体 を結 成 し,訴 訟 を 提 起 した。Irwin裁

判 官 は,「 訴 訟 費 用 の 問題 は(原 告 適 格 と は)別 個 の 問 題 で あ り,… … 原

告 が そ れ だ けを理 由 と して訴 訟 か ら排 除 され るべ きだ とい う根拠 は な い」㈹

㈱[2000]EWHCAdmin304本 判決 につ いて詳細 は,林 ・前掲注㈲366頁 参

照。

(99)ibid[37]

GOO)[2007]EWHC2558(Admin)

(IODibid]22]

64



イギリスにおける環境公益訴訟とオーフス条約

と述べており,訴 訟費用の問題を回避するために結成された団体の原告適

格を容認 している。

このような公益訴訟においては,訴 えの対象となった公的機関の行為が

行われた時点で原告団体が結成されていたわけでもなければ,公 的機関の

意思決定過程において利害関係を有する団体として意見書の提出のような

市民参加をしていたわけでもないことか ら,「 これらの判断は原告適格の

要件をますます緩和するものである」㈹ と指摘 されている。 これらの点か

ら,裁 判所は司法へのアクセスを促進する効率的な手段として地域住民に

よる団体の結成を容認 しており,地 域住民の利益と,そ れを代理するため

に結成された団体の利益を同一視 して 「私益保護型公益訴訟」の原告適格

を認めていると解釈することができる(1⑬。

(3)環 境NGOの 原告適格

(a)オ ーフス条約9条2項 と環境影響評価指令

イギ リスでは裁判所によって積極的に容認されている団体による環境公

益訴訟であるが,オ ーフス条約も環境保護団体による環境公益訴訟を促進

するという意図か ら団体の原告適格に関する特別な規定を置いている。

市民参加の対象となる環境決定に関する審査手続について規定 している

オーフス条約9条2項 は,そ の原告適格の基準となる 「十分な利益」につ

いて,「 十分な利益……の構成要素は,本 条約の範囲内において,関 心を

持つ市民に司法への広いアクセスを保障するという目的に従って加盟国が

⑰Moule(n6)107

(10し かしながら,Garnett判 決やMoses判 決においては地域外に居住する者

の原告適格が認められなかったことからみると,直 接的な利害関係を持たない

者が司法審査請求の直前に団体を結成して公益訴訟を提起しても,そ の団体に

高い専門性などがなければ原告適格は認められないであろう。
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判断するべきである。そして,こ の目的を達成するためには,2条5項 で

言及される要件に適合する全てのNGOの 利益は,本 条の目的において十

分であるとみなされる」(109とする。つまり,オ ーフス条約の下では,同 条約

2条5項 の定める要件に適合するNGOは,9条2項 の規定する審査手続

を提起する原告適格を自動的に容認されることとなる。

さらにNGOの 要件については,同 条約2条5項 が 「環境保護を促進 し,

国内法の下での要件を満たすNGOは 利益を有するとみなされるべきであ

る」鵬と規定 していることから,オ ーフス条約の下では,締 結国が国内法の

下で定めた要件を満たした 「環境保護を促進するNGO(以 下,環 境NGO)」

は自動的に 「十分な利益」を有すると考え られるのである。

またオーフス条約に適合する形で制定された環境影響評価指令㈹も,本

指令の対象となる全ての環境決定に対 して異議を申し立てる原告適格を環

境NGOに 自動的に認めるよう規定を置いてお り,こ れらの点か ら環境

NGOは 環境公益訴訟を提起する上で特権を与えられることとなる。 この

ような特権が与え られる理由として,環 境NGOの 持つ専門性や経験が挙

げられるであろう。

(b)環 境NGOの 定義

オーフス条約および環境影響評価指令には環境NGOの 詳細な定義は置

かれていない。これについて,UNECEは2000年 の 「オーフス条約実施に

関する指針」(IOnにおいて,「NGOが 環境保護を促進 しているかどうかは,

 (10,0 Aarhus Convention, art  9(2) 

 (IN ibid art  2(5) 

 (IN  TVS  ii(19) 

 (107) United Nations Economic Commission for Europe, The Aarhus Conven-

 tion: An Implementation Guide (New York and Geneva, United Nations, 

 2000) 

                       66
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設 立 目的 ・規 約 ・活 動 な どを 通 じて 判 断 す る。 … … 締 結 国 は国 内法 の 下 で

NGOの 要 件 を設 定 す る こ とが で き るが,こ れ らの要 件 は無 差 別 主 義 ㈹ や

技 術 的 ・経 済 的 障 壁 の 回 避 と い っ たオ ー フ ス条 約 の 原 則 と適 合 させ るべ き

で あ り,こ れ らの 制 限 の 下,締 結 国 は過 度 に排 他 的 で はな い客 観 的 基 準 に

基 づ い て要 件 を課 す こ とが で き る」㈹ と示 して お り,環 境NGOの 定 義 の 設

定 を 一 定 の 制 限 の 下 で 締 結 国 に委 ね て い る(11の。

一 方
,欧 州 委 員 会 は2003年 の 「環 境 問 題 に関 す る司 法 へ の ア クセ ス につ

いて のEU指 令 案 」(llQにお いて,「 加 盟 国 は,… … も し審 査 の 対 象 が 適 格 団

体 の 活 動 の 範 囲 内 に あ り,審 査 が 当該 団 体 の 活 動 地 域 内で 行 わ れ て い るの

で あれ ば,… … 十 分 な 利 益 や 権 利 の 侵 害 の 立 証 な く,そ の 適 格 団 体 が 環 境

訴 訟 に ア クセ スす る こ とが で き る よ う保 障 す るべ き」㈹ で あ り,「 適 格 団 体

と認 定 され るた め には,… … 団 体 が(a)環 境 保 護 を 目的 と した独 立 した非 営

利 法 人 で あ る こ と,(b)目 的 の 適 切 な 遂 行 を 可 能 にす る組 織 構 成 を 有 して い

る こ と,(c)適 法 に構 成 され,加 盟 国 に よ って 設 定 され る期 間 … … を 上 回 っ

て,環 境 保 護 の た め に活 発 に活 動 して い る こ と,(d)加 盟 国 の 設 定 した 期 間

中,登 録 され た監 査 人 に よ って 年 次 決 算 報 告 書 が 提 出 され て い る こ と と

㈹ オー フス条約3条9項 は 「市民 は,本 条約 に関連す る規定 において,市 民権,

国籍,ま たは居住地 に関 して,法 人の場合 には登記場所あ るい は事実上の活動

拠点 に関 して差別 され ることな く,環 境 に関す る情報へ のアクセス権,意 思決

定 にお ける市民参加の可能性,司 法へのア クセス権を有す る」 として無差別主

義を規定 してい る。AarhusConvention,art3(9)

(lobUnitedNationsEconomicCommissionforEurope(n107)41

⑩ 同指針 は,例 えば,ス ウェーデ ンが環境NGOの 定義 として,「 国内 におい

て3年 以上活動 し,2,000人 以上の会員数を有す る」 という要件を挙げてい るこ

とにつ いて,「国内における活動」という要件がオ ーフス条約のかか げる無差別

主義 に違反 して いると指摘 して いる。

(111) Commission,  'Proposal for a Directive of the European Parliament 

 and of the Council on access to justice in environmental matters', 

 COM (2003) 0624 final 

 (112) ibid art 5 
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い っ た基 準 を満 た して い る必 要 が あ る」㈹ と示 し,環 境NGOに つ い て一 律

の 定 義 を定 めて い る。

UNECEは 原 告 適格 が 自動 的 に認 め られ る環 境NGOの 範 囲 の設 定 をオ ー

フ ス条 約 の 原 則 に反 しな い限 りで 各 締 結 国 に委 ね て い るの に対 して,欧 州

委 員 会 は活 動 内容 や 活 動 地 域,組 織 構 成 な ど比 較 的 詳 細 な 要 件 を 規 定 す る

こ と に よ って その 範 囲 を 限 定 しよ う と試 み て い る と言 え る。

(c)イ ギ リスの 対 応

UNECEは 締 結 国 が 上 記 の よ う な制 約 の下 で環 境NGOの 定 義 を 定 め る

よ う指 示 して い るが,イ ギ リス の制 定 法 に は環 境NGOの 定 義 に関 す る規

定 は置 か れ て い な い㈹。 ま た 欧州 委 員 会 は,団 体 の 活動 内 容 や 活 動 地 域 に

言 及 し,詳 細 な要 件 を設 定 す る こ とで環 境NGOの 定 義 を 固 定 化 しよ う と

して い るが,イ ギ リス国 内で は この よ うな 姿 勢 につ いて,定 義 の 固 定 化 に

よ って 「特 権 を与 え られ る団体 とそ うで な い 団 体 の二 極 化 を生 み 出す 」㈹ こ

と につ な が るた め,「EU指 令 案 と同様 に 固定 化 した定 義 を適 用 す べ きか ど

うか は さ らな る議 論 の 余 地 が あ る」qlゆと指 摘 さ れ て い る。

この よ う に,イ ギ リス法 に は環 境NGOの 定 義 は置 か れ て は いな いが,

「議 会 の沈 黙 が,環 境 保 護 を促 進 す るNGOと い う概 念 に 制 限 を設 け て いな

い と捉 え るべ き で は な い」(11Dとさ れ る。IRC判 決 に お い てLordDiplock

Gl帥ibidart8

ω 一方,他 地域 と比べて公益訴訟の原告適格が認あ られ に くい とされ るス コ ッ

トラン ドに関 して は,イ ギ リス政府 自らがオー フス条約 に適合 していない と認

識 してお り,環 境NGOが 原告適格 を有す る旨を明示 した2005年 汚染規制(市

民参加等)(ス コ ッ トランド)規 則(PollutionPreventionandControl(Public

Participationetc.)(Scotland)Regulations2005,SI2005/510)を オー フ

ス条約 に適合す る形で制定 して いる。

⑯Paradissis&Purdue(n2)312

(116Moules(n6)110

qlかibid111
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が,「 起草者が(原 告適格の基準に 『十分な利益』という)一 般的な英単

語を用いたのは,『 十分な利益』を有するかどうかの判断について,… …

裁判所の自由裁量に委ねることを選択したからである」㈹と述べているよう

に,議 会自らが司法審査請求制度の原告適格の判断を裁判所の裁量に大き

く委ねていると考え られるか らである。

つまりイギ リスでは,環 境NGOに ついての一定の定義を法規を通 じて

定めるのではな く,裁 判所が広い裁量を通 じて環境NGOの 原告適格に関

する判断を行っている。オーフス条約の定めるように環境NGOの 原告適

格を自動的に容認 しているとは言い難いが,結 果的に裁判所が環境公益訴

訟における団体の原告適格を積極的に認めていることから,そ こに大きな

乖離は見当たらない。イギ リスにおけるアプローチは,画 一化された基準

に該当しない団体であったとしても裁判所の裁量によって原告適格が認め

られる可能性を生み出す点で,公 益訴訟の促進につながるとも考えられ,

現にイギ リスでは先述 したBuglife判 決plyように比較的無名の団体にも原

告適格を認めている。

さらに,オ ーフス条約9条2項 は市民参加の対象となる環境決定に関す

る審査手続についてのみ環境NGOの 原告適格を自動的に容認する旨の規

定を置いているのに対 し,イ ギ リスでは,裁 判所の裁量によって,オ ーフ

ス条約9条3項 が定める審査手続についても広 く環境NGOの 原告適格を

認めている。この点か ら見ると,イ ギ リスは,環 境に関する司法へのアク

セス権を保障 しようとするオーフス条約よりもさらに積極的に環境NGO

による環境公益訴訟を促進 しようと試みていると言える。「司法へのアク

セスは,… …硬直 した法律上の要件よりも,柔 軟な司法裁量によってより

⑬[1982]AC617,642

(119)前掲注(89)
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促 進 さ れ る」(ll①と考 え られ る こ とか ら,イ ギ リス に お け る こ の よ うな ア プ

ロ ー チ は国 内で も高 く評 価 され て い る(12Q。

第4節 原 告 適 格 とオ ー フ ス条 約

(1)環 境 公 益 訴 訟 に お け る原 告 適 格 の 積 極 的 容 認

イギ リス に お いて は,裁 判 所 が 裁 量 を 用 いて 原 告 適 格 の 基 準 で あ る 「十

分 な 利 益 」の範 囲 を広 くと らえ,積 極 的 に 司法 へ の ア クセ ス を 認 め て い る。

本 稿 で 検 討 した環 境 公 益 訴 訟 判 例 を ま と め る と以 下 の よ う にな る。

原告 純粋型公益訴訟 私益保護型公益訴訟

個人Garnett判 決 ×Goodenough判 決O

Moses判 決 ×Dixon判 決0

撫 職器 齢 認められた)・Edw・ ・d・半U決 ・

団幣 £sl嚢 覇 総
判断)×Bl・ ・kfordb・判決 ・

Beebee判 決O

Greenpeace(No.2)判 決OResidentsAgainstWasteSite判 決O

Buglife判 決 ○

この よ う に,個 人 に よ る環 境 公 益訴 訟 に つ い て は,裁 判 所 の 裁量 に よ り,

特 に 「私 益 保 護 型 公 益 訴 訟 」 に お いて 原 告 適 格 が 広 く認 め られ て い る。 一

方,団 体 に よ る環 境 公 益 訴 訟 につ い て は,裁 判 所 は,WorldDevelopment

Movement判 決 で 提示 され た① 法 の支 配 を擁 護 す る こ との重 要 性,② 提 起

⑳Moules(n6)111

ω しか しなが ら,全 てを裁判所 の裁量判 断に委 ねて しま うことによ って,画 一・

化 され た基準が あれ ば原告適格 が認 あ られたであろ う団体の原告適格が裁判所

の裁量 によって認め られな いという可能性 も否定で きな い。 さ らに,先 述 した

ように,裁 判所 は例えば グ リー ンピースの ような有名な環境NGOに 対 して,

特に議論 もないまま原告適格を与えていることか ら,結 果的にJean-JacquesPara-

dissisandMichaelPurdueが 危惧 したような特権 をそのよ うな団体に与え

てい るの と同様であ るとも考え られ る。
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された問題の重要性,③ 他に責任のある異議申立人の不在,④ 義務違反の

性質,⑤ 海外援助に関 して助言 ・指針を与える原告の突出した役割といっ

た要件を検討 しなが ら 「私益保護型」,「純粋型」共に積極的に原告適格を

容認する傾向にあり,特 にグリーンピースなど有名で会員数の多い団体に

はほぼ自動的に原告適格が認められている。「純粋型公益訴訟」における

個人の原告適格が認められなかった例もあることから,自 身の利益が侵害

を受けないような状況においては,個 人よりも団体に原告適格が認められ

やすい状態になっている。このように考えると,地 球の友の会員である個

人市民の原告適格が認められなかったGarnett判 決では,地 球の友自身が

原告となっていれば原告適格が認められたであろう。裁判所は公益訴訟を

通 じた環境保護を高い専門性や卓越 した経験を有する団体に委ねてお り,

同様の意図か ら環境NGOに 特権を与えるオーフス条約の規定にもほぼ適

合 していると言える。Hammerton判 決において,何 ら直接的な利害関係

を持たないが,専 門知識を有 している個人原告に対 しても 「純粋型公益訴

訟」の原告適格を容認 していることか ら,イ ギ リスの裁判所は原告の持つ

専門知識を原告適格を認める上での重要な要素であると考えていることが

分かる。

KonradSchiemannは,原 告適格に関する裁判所の判断を,① 原告適格

を緩和 してとらえる 「開放モデル」と,② 原告適格を制限的にとらえる

「閉鎖モデル」に分類 しているが(12カ,現在のイギ リスの裁判所は環境公益訴

訟の原告適格について 「開放モデル」を採用 していると言える。このよう

な 「開放モデル」を採用する理由として,以 下の点が指摘 されている(ll鋤。

第1に,複 雑な専門知識が絡み合う環境公益訴訟においては,公 的機関の

ωKonradSchiemann,`LocusStandi'(1990)PL342

(12`,Moules(n6)97
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行為と直接的な利害関係を有 してはいるが専門知識も経済力もない個人市

民よりも,た とえ直接の利害関係を有さないとしても専門知識や資金力を

豊富に有する環境NGOが 訴訟を提起 した方が環境という公益にとってよ

りよい結果を生む。第2に,「 開放モデル」の採用は違法な行政活動につ

いて異議を申し立てる機会を増やすことになるため,適 切な行政運営の促

進につながる一方,「 閉鎖モデル」を採用 して しまうと,環 境に悪影響を

与えるであろう行政活動が審査されないまま放置されて しまうおそれがあ

る。第3に,環 境という領域においては,違 法な行政活動によって特定の

個人が直接的に影響を受けるというよりはむ しろその地域全体で影響を受

ける可能性が高いため,原 告適格を直接的に影響を受ける個人に限定する

のではな く,環 境NGOの ように広 く環境保護を訴える者に認めた方がよ

りよい解決につながる可能性がある。

裁判所による 「開放モデル」の採用は,Dixon判 決におけるSedley裁

判官の 「公法は 『権利』ではな く,『違法』すなわち 『公権力の濫用』に

関係するものである」(1?pという判示に依拠している。この判示についてMartha

Grekosは,「 『公権力の濫用』を抑制するという行政権に対す る司法の責

任についての原則は,原 告適格に関する(イ ギ リスの裁判所による)ア プ

ローチを正当化 している。そこでは,原 告の個人的な権利利益が関係 して

いるかどうかよりもむ しろ,権 限の濫用を証明することができるかどうか

に焦点が当て られる。もしそのような原告に対 して原告適格が認められな

ければ,行 政による権限の濫用が争われないままにな り,違 法性が拡散 し

て しまうおそれがあるため,こ れは実用的なアプローチだと言える」㈹と示

しており,司 法審査請求制度によって私人の権利利益を救済するというよ

 (13  [19971 COD 323, 331 

 (13 Martha Grekos,  'Standing and Substitution of Claimants in Envi-

 ronmental Cases'  C20031 Judicial Review  175-176 
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りも,む しろ 「公 権 力 の 濫 用 」 を 是 正 し,行 政 を 統 制 す るた め に公 益 訴 訟

の 提 起 を 積 極 的 に認 め る こ とが 必 要 で あ る と述 べ て い る(12p。

(2)国 際 的 な 評 価

イギ リスで はオ ー フ ス条 約 批 准 前 か ら裁 判 所 の 裁 量 に よ って 環 境 公 益 訴

訟 の 原 告 適 格 を 広 く容 認 し,個 人 や 団 体 に司 法 へ の ア クセ スを 通 じた 環 境

保 護 の 役 割 を 積 極 的 に担 わ せ て き た。 オ ー フ ス条 約 批 准 後 も この 姿 勢 は変

わ らず,欧 州 委 員 会 の 評 価 チー ム は 「イギ リス にお け る原 告 適 格 は十 分 に

広 い と類 別 す る こ とが で き る」(12Dと指 摘,さ らにオ ー フス 条約 の実 効 性 を検

討 す るMilieuLtd.ql跡 もそ の 報 告 書 の 中 で,原 告 適 格 の基 準 で あ る 「十 分

な 利 益 」 の 判 断 につ いて 「イギ リスの … … 裁 判 所 は 『利 益 』 の 概 念 を 十 分

広 く解 釈 して い る」(11のと高 く評 価 して い る。

オ ー フ ス条 約 遵 守 委 員 会 も2010年 の イ ギ リス に関 す る報 告 書 ㈹ の 中で,

原 告 適 格 の 問 題 につ いて は特 に触 れ る こ とな く,オ ー フ ス条 約 との 適 合 性

につ いて は問 題 はな い と し,ま た欧 州 委 員 会 が2012年 に行 った 調 査 にお い

⑳ イギ リスで は様 々な学説 がその根拠 や広 すぎる原告適格 の弊害 について も提

示 して いる。 これ ら公益訴訟 の原告適格 の根拠 や学説 の動 向については,林 ・

前掲注㈲405-413頁 参照。

ωN.DeSadeleer,G.RollerandM.Dross,AccesstoJusticeinEnvi-

ronmentalMattersFinalReport,(EuropeanCommission,2002)22

(12EU各 国の国内法 がオー フス条約に適合 してい るか どうかを調査す るよう委

託 されたベルギーの環境法 ・政策 コンサル タン ト会社で ある。2007年2月 か ら

8月 にか けて,EU構 成国を対象 として各国 レポー トが作成 されてい る。 大久

保 ・前掲注㈱662頁 。

 (129) Esther Pozo Vera, An Inventory of EU Member States' Measures on Ac-

 cess to Justice on Environmental Matters, (Milieu Ltd, 2008) 4 

 (13O) UNECE, Findings and Recommendations of Aarhus Convention A Com-

 pliance Committee with regard to Communication  ACCC/C/2008/33 
 concerning Compliance by the United Kingdom (2010) 
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て も,「(イ ギ リス に お いて は)個 人 や 環 境 団 体 が 原 告 適 格 を 拒 否 され た例

は近 年 ほ とん ど見 られ ず,原 告 適 格 は十 分 保 障 され て い る」㈹ と結 論 づ け ら

れ て い る。 この よ う に イギ リス に お け る環 境 公 益 訴 訟 の 原 告 適 格 の 法 理 は

オ ー フ ス条 約 の 理 念 に十 分 適 合 して い る と して 国 際 的 に も高 く評 価 され て

い るの で あ るql跡。

第3章 オ ー フ ス 条 約9条4項 に 対 す る イ ギ リ ス の 動 向

オ ー フ ス条 約 の 締 結 国 は 同条 約9条4項 の 規 定 す る 「差 止 命 令 を 含 む 適

切 か つ 効 果 的 な 救 済 を 提 供 し,ま た公 正 か つ 公 平 で,時 宜 にか な っ た,不

当 に高額 で な い もの で な け れ ばな らな い」(1331とい う要 件 の 下 で3類 型 の審 査

手 続 を構 築 す る こ とが 求 め られ て い る。 先 述 した よ う に,イ ギ リスの 裁 判

所 は原 告 適 格 の 観 点 か ら環 境 公 益 訴 訟 の 提 起 を 積 極 的 に容 認 して お り,そ

の 点 で は国 際 社 会 に お いて も高 く評 価 され て い るが,9条4項 の 課 す 要 件

につ いて は い まだ に適 合 して いな い部 分 が あ る と批 判 され て い る と こ ろで

あ る。 本 章 で は,イ ギ リス に お け る環 境 公 益 訴 訟 の オ ー フ ス条 約9条4項

との 適 合 性 につ いて,出 訴 期 間 お よ び訴 訟 費 用 の 観 点 か ら検 討 す る。

第1節 出 訴 期 間

(1)出 訴 期 間 の 原 則

オ ー フ ス条 約9条4項 は,審 査 手 続 が 「時 宜 にか な っ た」 もの で な けれ

(131)RichardMacrory,`StudyontheImplementationofArticles9.3

and9.40ftheAarhusConventionin17MemberStateoftheEuropean

Union'(2012)12

ω イギ リス以外のオー フス条約批准国 にお ける原告適格 の法理 につ いて は,大

久保 ・前掲注(53)663-672頁参照。

ql帥AarhusConvention,art9(4)
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ばな らな い と し,こ れ は司 法 審 査 の 出訴 期 間 と関 係 す る と考 え られ る。 イ

ギ リスで は民 事 訴 訟 規 則 が 出訴 期 間 につ いて,司 法 審 査 は 「(a)迅速 に,か

つ(b)請 求 の根 拠 が 最 初 に生 じて か ら3ケ 月 以 内 に請 求 しな け れ ば な らな

い」(139とい う規 定 を 置 い て い る㈹。 さ らに1981年 上 級 裁 判 所 法 は,「 高 等 法

院 が 司 法 審 査 の 請 求 に不 当な 遅 延 が あ っ た と判 断 した 場 合,も し請 求 され

た救 済 の 付 与 が あ らゆ る者 に対 す る困 難 を 生 じさせ た り,そ れ らの 者 の 権

利 を 侵 害 した り,良 い行 政 に対 す る弊 害 を 生 じさせ る と判 断 す れ ば,(a)司

法 審 査 請 求 の 許 可,あ る い は(b)請求 され た救 済 の 付 与 を 拒 否 す る こ とが で

き る」(11①とす る。

出訴 期 間 に関 す る民 事 訴 訟 規 則 お よ び1981年 法 の 関 連 性 につ いて は これ

らの規 定 の 中 で 具 体 的 に示 さ れ て い るわ けで は な く,RvDairyProduce

QuotaTribunalforEnglandandwales,expCaswell(13Dに お い て 指 針 が

示 され て い る。本 事 案 に お いて 貴 族 院 のLordGoffは,1981年 法31条6項

の 規 定 は,司 法 審 査 請 求 が 迅 速 か つ3ケ 月 以 内 に行 わ れ て い るか ど うか を

検 討 した後 で 検 討 され るべ き要 件 で あ る とす る。 従 っ て,LordGoffの 解

釈 に従 え ば,裁 判 所 は司 法 審 査 請 求 の 出訴 期 間 に関 して 以 下 の3段 階 にわ

た る検 討 を 行 わ な けれ ばな らな い。 第1に,裁 判 所 は,司 法 審 査 請 求 が 迅

速 か つ3ケ 月 以 内 に請 求 され て い るか ど うか を 判 断 す る こ と とな る。 も し

司 法 審査 が迅 速 か つ3ケ 月 以 内 に請 求 され て い な い と判 断 され た場 合 に は,

原 則 と して 司 法 審 査 の 許 可 が 付 与 され な い。 な お 「迅 速 」 と い う要 件 は,

個 々の 事 案 の事 実 や状 況 に依 拠 して裁 判 所 が 判 断 す る㈹。 第2に,裁 判 所

働CPR54.5

㈹ 司法審査の出訴期間の起算 日は請求の根拠が最初 に生 じた 日とな り,通 常は

訴えの対象 とな る行政活動が行われた 日がそれ に該当す る。Moules(n6)83

(136SeniorCourtsAct1981,s31(6)

㈲[1990]2AC738

q3ゆMoules(n6)82
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は,「 規 則 に従 い 出 訴 期 間 を 延 長 あ るい は 短 縮 す る こ とが で き る」㈹ とす る

民 事 訴 訟 規 則 の 規 定 に基 づ き,正 当な 理 由が あれ ば原 告 の た め に 出訴 期 間

を延 長 す る こ とが で き る。 第3に,た とえ 出訴 期 間 を 延 長 す る正 当な 理 由

が 存 在 して い た と して も,1981年 法31条6項 に基 づ き,救 済 の 付 与 が あ ら

ゆ る者 に困 難 を 生 じさせ た り,そ れ らの 者 の 権 利 を 侵 害 した り,良 い行 政

に対 す る弊 害 を 生 じさせ る と裁 判 所 が 判 断 す れ ば,司 法 審 査 の 許 可 や 請 求

され た救 済 を 拒 否 す る こ とが で き る。 つ ま りこの 段 階 で は,第 三 者 や 公 的

機 関 の 利 益 が 出訴 期 間 を 延 長 す る正 当な 理 由 に優 先 す る こ と とな る(14の。

(2)オ ー フ ス条 約 との 適 合 性 一オ ー フ ス条 約 遵 守 委 員 会 に よ る勧 告

イギ リスが 「時 宜 にか な っ た」 審 査 手 続 を 置 いて い るか 否 か につ いて,

オ ー フ ス条 約 遵 守 委 員 会 は2010年 の報 告 書 の 中 で,「 民 事 訴 訟 規 則 の 規 定

す る3カ 月 と い う要 件 は,オ ー フ ス条 約 の 下 で は問 題 が あ る と は言 え ず,

他 の 条約 批 准 国 に お け る 出訴 期 間 と比 較 して も問 題 は な い」㈹ と して,司 法

審 査 の 出訴 期 間 はオ ー フ ス条 約 に十 分 に適 合 して い る とす る。

しか しな が ら,そ の 一 方 で 遵 守 委 員 会 は問 題 点 の 指 摘 も行 って い る。 委

員 会 は民 事 訴 訟 規 則 が 「(a)迅速 に,か つ(b)請 求 の 根 拠 が 最 初 に生 じて か ら

3ケ 月 以 内」 と定 め て い る こ とに つ いて,「 司法 審 査 が た と え3ケ 月 以 内

に請 求 され て い た と して も,そ れ が 迅 速 に行 わ れ て いな い と して 請 求 が し

りぞ け られ る可 能 性 が あ る」働 と して 問 題視 して い る ので あ る。遵 守 委 員 会

(13aCPR3.1(2)(a)

(190)Moules(n6)82

(191)UNECE(n130)para138

q②ibid現 にイギ リスにおいては,AndrewFinn-KelceyVMiltonKeynesCouncil

andOthers[2008]EwcAcivlo67の 控訴院判決 が,3ケ 月の出訴期間が終

了す る4日 前 に請求 された司法審査を,「迅速 に」提起 されていない ことを理 由

に しりぞ けてい る。
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は,裁 判所がこのような裁量を用いて出訴期間に関する判断をすることが

できるということは,「原告にとって著 しい不確実性を生 じさせ るもので

あり……公平性と法的確実性の観点か ら……出訴期間として明確な期間を

設定する」㈹べきであると勧告 している。委員会によると,「(出訴期間につ

いて)こ のような裁量に依拠することは,オ ーフス条約9条4項 の実現に

ついて不適当な結果となる」(1翰のである。

第2節 訴訟費用(1):訴 訟費用の原則

オーフス条約9条4項 の定めている要件に関 して,イ ギ リスにおける審

査手続が 「公正かつ公平でないという証拠はない」㈹し,オ ーフス遵守委員

会が示すように 「時宜にかなった」審査も一応は行われている一方で,「不

当に高額でないものでなければな らない」という訴訟費用の問題がイギ リ

スにおける環境公益訴訟の最も大きな障害となっている。

(1)訴 訟費用の高額化と敗訴者負担主義

イギ リスにおいて司法審査を請求 しようとする者は,2011年 民事訴訟費

用(修 正)命 令㈹の定めるところにより,司 法審査の請求時に60ポ ン ド,

司法審査の許可が付与されればさらに215ポ ンドと,申 請につき総計275ポ

ン ドの費用を支払わなければな らない㈹。 さらに訴訟を進めてい く上で弁

 (HI) ibid 

 (10 ibid para 139 

 (14 Richard Macrory & Ned Westaway,  'Access to Environmental Justice' 

 in Marc Pallemaerts (ed), The Aarhus Convention at Ten, (Europa Law 

 Publishing, 2011) 320 

 (146) Civil Proceedings Fees (Amendment) Order 2011, SI 2011/586, sch 

 I, s  1.9(a)  (b)

㈲2011年 に司法省が提 出 した司法審査請求制度改革案で は,司 法審査の請求時/
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護 士 費 用 ⑯ や 専 門 家 へ の 依 頼 費 用,旅 費 や 印 刷 費 と い っ た 諸 費 用 が 必 要 に

な る た め,2005年 の 統 計 で は,司 法 審 査 請 求 に か か る 訴 訟 費 用 は 総 計 で 平

均9,600ポ ン ドに ま で 及 ん で い る㈹。 こ れ は 第1審 で 訴 訟 が 終 了 し た 場 合 の

総 額 で あ り,控 訴 審 へ の 控 訴,最 高 裁 判 所 ㈹ へ の 上 告 を 行 う と さ ら に 支 払

う べ き 費 用 の 総 額 は 増 加 す る 働。

ま た 司 法 審 査 請 求 に は,民 事 訴 訟 に お け る 訴 訟 費 用 の 原 則 が 適 用 さ れ,

一 般 的 に 敗 訴 者 負 担 主 義 が 採 られ る こ と と な る
。 裁 判 所 も こ の 敗 訴 者 負 担

主 義 の 適 用 に つ い て 容 認 し て お り㈹,原 告 が 勝 訴 した 場 合 に は,相 手 方 に

対 して 弁 護 士 費 用 な ど も 含 め た 訴 訟 費 用 を 返 還 す る よ う 主 張 す る こ と が で

き る が,敗 訴 し た 場 合 に は,自 身 の 訴 訟 費 用 だ け で な く被 告 側 の 弁 護 士 費

＼ に235ポ ン ド,許 可 が付 与 さ れ れ ば さ らに235ポ ン ドと,総 計470ポ ン ドへ の 費 用

の 引 き上 げが 提 案 され て い る。MinistryofJustice,Fees'ηtheHighCourt

andCourtofAppeal,(CP15/2011,2011)

㈹ イ ギ リス にお いて,司 法 審 査 は 「金 め っ き(gold-plated)の 制 度 」 で あ る と

指 摘 され る よ う に,若 手 や無 料 奉 仕 の弁 護 士 で は な く,経 験 を 有 した 弁 護 士 が

高額 の費用 を受 けて担 当す る ものであ り,高 額 の弁護士費 用が必要 とな る。Macrory

&Westaway(n145)321イ ギ リス の 敗 訴 者 負 担 主 義 に は出 訴 の た め の 費 用

だ けで な く,弁 護 士 費 用 な ど も含 む こ とか ら,必 然 的 に敗 訴 した 当 事 者 の 支 払

うべ き金 額 は莫 大 な もの にな る。

㈲Woolf,DeSmith,SueurandJowell,DeSmith,WoolfandJowell'SJudicial

ReviewofAdministrativeAction,(6thedn,Sweet&Maxwell,2007)851-

852

⑳2005年 憲 法 改 革 法(ConstitutionalReformsAct2005)に 基 づ き,上 訴 裁

判 所 と して の 貴 族 院 の 司 法 機 能 を 移 管 して2009年10月1日 に設 置 され た 。

⑲ 最 高 裁 に上 告 す る許 可 を 申請 す る た め の 費 用 は2011年 に800ポ ン ドか ら1,000

ポ ン ドに引 き上 げ られ て お り,原 告 に対 す る負 担 は さ らに増 して い る 。Supreme

CourtFees(Amendment)Order2011,SI2011/1737

㈹ 例 え ばRvLordChancellor,expChildPovertyActionGroup[1999]1WLR

347に お い て は 「敗 訴 者 負 担 … … と い う基 本 的 な 原 則 が 適 用 さ れ る」(355F)

と,ま たR(ontheapplicationofDavey)vAylesburyUaleDistrictCouncil[2007]

EwcAciv1166に お い て も 「通 例 は敗 訴 者 負 担 原 則 が 採 られ る」([29])と

そ れ ぞ れ 示 され て い る。
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用 を 含 む 全 て の 訴 訟 費 用 を 原 告 が 支 払 わ な けれ ばな らな くな るお そ れ が あ

る㈹。 つ ま り被 告 で あ る公 的機 関 が弁 護 士 を依 頼 し,さ ら に当 該 訴 訟 が 最

高裁 判 所 まで持 ち込 まれ る こ ととな る と,R(ontheapplicationofFriends

oftheEarthLtd.)vEnvironmentAgencyqlΦ に お い て 敗 訴 した地 球 の 友

が10万 ポ ン ドを 超 え る訴 訟 費 用 を 負 担 した よ う に,原 告 の 費 用 負 担 が 「不

当 に高 額 な もの 」 とな り,オ ー フ ス条 約9条4項 違 反 とな るお そ れ が あ る

㈲。 この よ う な高 額 な訴 訟 費用 と敗 訴 者 負 担 主 義 は 「司法 審 査 に 対 す る萎

縮 効 果 を 与 え て い る」(11ゆと考 え られ て お り,先 述 した2004年 のEJPに よ る

調 査 で は,イ ギ リス に お け る訴 訟 費 用 の 原 則 につ いて,82%が 「不 満 足 」

と して お り,「 満 足 」 とす る 回 答 は存 在 しな い(15り。

訴 訟 費 用 の 高 額 化 と敗 訴 者 負 担 主 義 を 理 由 とす るオ ー フ ス条 約9条4項

違 反 が 疑 わ れ る 中,イ ギ リス政 府 は一 貫 して オ ー フ ス条 約 違 反 はな い と主

張 して い た。 これ は9条4項 の 文 言 の 解 釈 を 根 拠 と して お り,イ ギ リス政

府 は,「 不 当 に高 額 で な い もの で な け れ ば な らな い 」 と され る 司法 へ の ア

クセ スの 費 用 を,弁 護 士 費 用 な どを 含 まな い 出訴 の た め に必 要 な 費 用(以

下,出 訴 費 用)の み を意 味 す る と解 釈 し,「 出訴 費 用 は合 理 的 で あ る上 … …

法 的 扶 助 を 受 け る者 も い る」(11鋤と して特 に 問題 視 を して い な い の で あ る。

 (153) Macrory & Westaway (n 145) 321 

 (13  [2003] EWHC 3193 (Admin) 

 (155) Macrory & Westaway (n 145) 321 

 (156) Ben Jaffey,  'Costs Protection in Judicial Review' (The Constitutional 

 and Administrative Law Bar Association)  Khttp://www.adminlaw.org.uk/ 

 docs/Costs%20Paper%20-%20ALBA%20Talk%20Feb%202011.pdf> 4 

 (157) P. Castle, M. Day, C. Hatton and P. Stookes (n 91) 40 

 (156) Department of Environment, Food and Rural Affairs, Aarhus Convention 

 Implementation Report (2008) 27-28 

                       79
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(2)法 的扶助制度

イギリスでは1999年 司法アクセス法(15のの下,法 律扶助委員会(LegalService

Commission,以 下LSC)に よる法的扶助制度が設けられている。同制度

の下で法的扶助を受けた原告は,無 料の弁護を受けることができる上,も

し敗訴 したとしても相手方の訴訟費用を支払う責任を免除されることとな

る。法的扶助は原告の所得に応 じて付与されるかどうかがLSCに よって

判断され,原 告が訴訟費用を支払う能力がない場合,そ の原告の主張が強

力なものであり,そ の結果得 られる利益が費用を上回るといった一定の条

件を満たせば付与が認められる㈹。イギ リスでは訴訟費用の高額化が司法

審査請求の障壁になっていることから,Woolf,DeSmith,SueurandJowell

は,「裁判所へのアクセスは,事 実上,裁 判所よりむ しろLSCの 職員 に

よって統制されているようなものである」(16pと指摘する。

オーフス条約9条5項 は,「本条の規定の実効性を高めるために,各 締

約国は,行 政的および司法的審査手続へのアクセスに関する情報が公衆に

提供されるよう確保するとともに,司 法へのアクセスに対する経済的およ

びその他の障害を除去または軽減するための適切な支援制度の確立を検討

しなければならない」(11カと規定 している。LSCに よる法的扶助はこれを一

定程度実現 しているものであるとは言えるが,法 的扶助の基準は厳格であ

り,LSCに よる支援はごく少数の真に困窮 している者にしか与え られない

点が問題であると考え られている㈹。

また法的扶助は原則として個人を対象とするものであることか ら,団 体

に与え られることはない。そこで地域団体が法的扶助を受ける資格を有す

 (159) Access to Justice Act 1999 

 (160) Macrory & Westaway (n 145) 321 

 (161) Woolf, De Smith, Sueur and Jowell (n 149) 853 

 (162) Aarhus Convention, art  9(5) 

 (163) Paradissis & Purdue (n 2) 314 

                       80
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る個 人 を 環 境 公 益 訴 訟 の 代 理 提 起 の た め に探 し求 め る と い う事 態 が 生 じる

こ と とな っ た(1641。しか しな が ら,先 述 したEdwards判 決 ㈹ で 示 され た よ う

に,訴 訟 費 用 の 支 払 いを 回 避 す る こ との み を 目的 と して 何 ら利 害 関 係 を 有

さな い個 人 の 名 を 借 りて 司 法 審 査 を 請 求 したの で あれ ば,そ れ は不 純 な 動

機 に よ る もの で あ る と され,原 告 適 格 が 否 定 され る こ と とな る(1667。

こ の結 果,「 法 的 扶 助 を受 け る こ との で き る ぐ らい貧 困 か,… …数 十 万

ポ ン ドに も及 ぶ 費 用 を 支 払 う こ とが で き る ぐ らい裕 福 で な い… … 大 多 数 の

人 々 に と って,(訴 訟 費 用 は)不 当 に高 額 な もの で あ る」(16nと指 摘 され る よ

う に,訴 訟 費 用 の 高 額 化 が 環 境 公 益 訴 訟 の 促 進 の 妨 害 につ な が る と考 え ら

れ る。

(3)裁 判 所 に よ る対 策

この よ うな 訴 訟 費 用 の 高 額 化 や 敗 訴 者 負 担 主 義 につ いて,裁 判 所 は強 い

懸 念 を 示 して い る。 地 方 公 共 団 体 の 付 与 した開 発 許 可 の 適 法 性 につ いて 争

わ れ たR(ontheapplicationofBurkett)vHammersmithandFulham

LondonBoroughCouncil(11勘 に お い て,本 事 案 が 貴 族 院 まで 持 ち込 まれ た

場 合 に必 要 とな るで あ ろ う訴 訟 費 用 の 概 算 が 原 告 側 の 弁 護 士 に よ って 示 さ

れ て お り,そ れ に よ る と,訴 訟 当事 者 それ ぞ れ が 支 払 うべ き訴 訟 費 用 は,

① 高 等 法 院 で は原 告 が27,726ポ ン ド,被 告 が32,000～34,300ポ ン ド,② 控 訴

院 で は原 告 が25,834ポ ン ド,被 告 が7,000ポ ン ド,③ 貴族 院 では原 告 が135,341

G60ibid

㈹ 前掲注(78)

㈹ 本事案 において は,原 告が直接影響を受 ける地域住民であ った ことか ら原告

適格が認め られてい る。

㈲RobertCarnwath,`EnvironmentalLitigation-AWaythroughthe

Maze?'[1999]11JournalofEnvironmentalLaw3,9

q6ゆ[2004]EWCACivl342
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ポ ン ド,被 告 が29,300ポ ン ドで あ る と され て い る㈹。つ ま り本 事 案 が 貴 族 院

まで 持 ち込 まれ た後,原 告 が 敗 訴 した場 合 に は,原 告 は敗 訴 者 負 担 主 義 に

よ って 約260,000ポ ン ドの訴 訟 費 用 を支 払 わ な けれ ばな らな い。 これ につ い

て,控 訴 院 のBrooke裁 判 官 は,「 も し公 益 訴 訟 が失 敗 に終 われ ば… … 原 告

は非 常 に重 い訴 訟 費 用 を 勝 訴 した被 告 の た め に支 払 わ な けれ ばな らな くな

り,こ れ は環 境 保 護 を 目指 す 訴 訟 を 妨 害 す る要 因 にな る で あ ろ う」㈹ と述

べ,環 境 公 益 訴 訟 に お け る敗 訴 者 負 担 主 義 の 弊 害 を 指 摘 す る。 ま たオ ー フ

ス条 約 との 関係 に つ い て も言 及 し,「 も し,こ の 事 案 お い て 明 らか に され

た金 額 が 標 準 的 な もの で あれ ば,… … 我 々の 現 行 訴 訟 制 度 に お け るオ ー フ

ス条約 の理 念 の実 現 に つ い て深 刻 な 問題 を 引 き起 こす こ とに な る」plpと懸 念

を示 して い る。

この よ うな 懸 念 の 下,裁 判 所 は あ る一 定 の 状 況 下 に お いて は敗 訴 者 負 担

主 義 を適 用 しな い と い う判 断 を 行 って い る。 訴 訟 費 用 の 原 則 につ いて,民

事 訴 訟 規 則 は,「 裁 判 所 は,(a)訴 訟 費 用 を 相 手 方 の た め に支 払 うか ど うか

の 判 断,(b)費 用 の総 額,(c)支 払 いの 時 期 に 関 す る裁 量 を有 して い る」㈹ と

し,さ らに 「裁 判 所 が 訴 訟 費 用 に関 す る命 令 を 行 う際 に は,(a)敗 訴 した 当

事 者 が 勝 訴 した 当事 者 の 訴 訟 費 用 も支 払 う よ う命 じるの が 一 般 原 則 で あ る

が,(b)裁 判 所 は そ れ と異 な った命 令 を す る こ とが で き る」㈹ と規 定 して い

る。 また,1981年 上 級 裁 判 所 法 も,「 全 て の 手 続 の費 用 は裁 判 所 の 裁 量 に

委 ね られ る」Q141として お り,こ れ らの規 定 を根 拠 と して,裁 判 所 は裁 量 を行

使 す る こ と に よ って 敗 訴 者 負 担 主 義 を 適 用 しな い 旨の 判 断 を 行 う こ とが 可

(169)ibid[10]

q7①ibid[80]

(11pibidC76]

⑰CPR44.3(1)

q7ゆibid44.3(2)

qlOSeniorCourtsAct1981,s51(1)(b)
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能 とな るの で あ る。

このよ うな裁量 が用 い られ た事案 にR(ontheApplicationofGreenpeace

Ltd.)vSecretaryofStatefortheEnvironment,FoodandRuralAffairs㈹

が あ る。本 事 案 に お い て,高 等 法 院 のStanleyBurnton裁 判 官 は,敗 訴 し

た グ リー ン ピー ス に 対 して被 告 の訴 訟 費 用 を 負 担 させ な い と い う判 断 を

行 って お り,控 訴 院 のLaws裁 判 官 も,「 政 府 の 行 為 の 適 法 性 に 関 して 誠

実 な 問 題 提 起 が 行 わ れ る時 に は,裁 判 所 へ の 自 由 な ア ク セ ス が 重 要 で あ

る」㈹ と述 べ,本 事 案 に お い て は 「ク ジ ラ 目生 物 の保 存 に 関す る重 要 な 共 通

の 利益 」㈹ が 関与 して い る と して訴 訟 費 用 に関 す る高 等 法 院 の 判 断 を支 持 し

て い る。

この よ う に,原 告 が 公 益 の た め に合 理 的 な 主 張 を 行 って い る こ とを 理 由

に,裁 判 所 が 自 らの 裁 量 に よ って,敗 訴 した原 告 が 被 告 の 訴 訟 費 用 を 負 担

す るべ きで はな い と判 断 す る事 案 は存 在 す る。 しか しな が ら,敗 訴 した 地

球 の 友 が 公 益 に関 す る重 要 な 問 題 を 提 起 して い る こ とを 理 由 に訴 訟 費 用 の

支 払 い を 免 除 さ れ たR(ontheapplicationofFriendsoftheEarthand

another)vSecretaryofStatefortheEnvironment,FoodandRuralAf-

fairsandothers(17粉 に お い て,控 訴 院 のBrown裁 判 官 が 「これ は極 めて 例

外 的 な結 果 で あ る」㈹ こ とを 明示 して い る上,こ の よ うな裁 判 所 に よ る判 断

は あ くまで 判 決 に お いて 行 わ れ る もの で あ る こ とか ら,訴 訟 の 提 起 と 同時

に あ らか じめ 自身 の 支 出額 の 上 限 を 知 る こ とを 望 む 個 人 や 団 体 に と って は

公 益 訴 訟 の 促 進 に はつ な が らな か っ た㈹。

㈹[2005]EWCACiv1656

(196ibid[38]

(lidibid

㈲[2001]EWCACiv1950

(199)ibid[5]

(1STMacrory&Westaway(n145)326
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第3節 訴 訟 費 用(2):保 護 的 費 用 命 令

(1)PCOの 要 件

訴 訟 費 用 の 高 額 化 問 題 を 解 決 す る た め に,イ ギ リスの 裁 判 所 は保 護 的 費

用 命 令(Protectivecostsorder,以 下PCO)と い う手 段 を採 用 して い る。

PCOと は,原 告 か らの 申請 に応 じて,司 法 審 査 の許 可 段 階 に お いて 裁 判 所

の 裁 量 に よ って 出 され る もの で あ り,原 告 が 敗 訴 した場 合 に① 原 告 に課 せ

られ る被 告 側 の 訴 訟 費 用 の 支 払 い義 務 を 免 除 す るか,② 原 告 の 支 払 うべ き

相 手 方 の 訴 訟 費 用 に上 限 を 設 け る もの で あ る(11D。PCOの 目的 に つ い て は,

後 に詳 細 に検 討 す るR(ontheapplicationofCornerHouseResearch)

vSecretaryofStateforTradeandIndustry(11カ(以 下,CHR判 決)に お

いて,「(原 告 が)一 般 公 共 的 に重 要 な 問 題 を 提 示 す る こ とを 妨 げ る よ うな

深 刻 な 経 済 的 リス ク に さ らされ る こ とな く,有 能 な 弁 護 士 と共 に裁 判 所 に

訴 え を 提起 す る こ とを可 能 にす る もの で あ る」㈹ と示 され て い る。欧 州 司 法

裁 判 所 は,ア イル ラ ン ドが 被 告 とな っ た訴 訟 費 用 に関 す る裁 判 に お いて,

原 告 に訴 訟 費 用 を 負 担 させ な い とす る判 断 を 訴 訟 の 結 果 と して 提 示 す るの

で はオ ー フス条 約 の規 定 す る 「不 当 に高 額 で な い もの で な けれ ば な らな い」

と い う 目的 は達 す る こ とが で きな い 旨 を判 示 して お り㈹,そ の意 味 で も,

司 法 審 査 の許 可 段 階 にお いて 訴 訟 費 用 免 除 の 宣 言 を す るPCOは この 要 求

に適 合 す る もの と して 重 要 で あ る と考 え られ る。

PCOは1999年 のRvLordChancellor,expChildPovertyActionGroup㈹

(181)PCOは 一般 的 には原告 の支払 い義務 に関す る命令 で あるが,例 外 的にR

(ontheapplicationofMinistryofDefence)vWiltshireandSwindonCornor

[2005]EWHC889で は,神 経 ガスの実験 に よる遺体 の検死判 断に関す る司法

審査請求 において,被 告で ある検察医がPCOの 申請を行 ってい る。

ql帥[2005]EWCACiv192

(183)ibid[76]

qlOCaseC-427/07CommissionVIreland[2009]ECRI-6277

qlゆ[1999]1WLR347

84



イギ リスにお ける環境公益訴訟 とオー フス条約

に お い て 高 等 法 院 のDyson裁 判 官 が 厳 格 な指 針 と共 に立 案 した もの で あ

る。本 事 案 に お い て は結 果 的 にPCOが 出 され る こ と はな く,PCOが 初 め

て 命 じ られ たの は,イ ギ リス政 府 に よ る イ ラ ク に対 す る軍 隊 の 派 遣 が 国 連

安 保 理 決 議 に違 反 して い る と して運 動 団 体 が 異 議 を 唱 え たR(ontheap-

plicationofCampaignforNuclearDisarmament)vPrimeMinister㈹

にお いて で あ る。本 事 案 にお いて,原 告 で あ る運 動 団 体 は財 政 的 に 困窮 し,

解 散 の危 険 性 が あ る こ とを理 由 にPCOを 申請,裁 判 所 は提 起 され た 問 題

が 一 般 公 共 的 に重 要 性 を 有 して い る こ とを 理 由 に これ らの 主 張 を 認 め,敗

訴 した場 合 に原 告 が支 払 うべ き被 告 側 の 訴 訟 費 用 に つ い て25,000ポ ン ドの

上 限 を 設 け る と い うPCOを 発 して い る。

2002年 に初 めてPCOが 出 され て以 降,明 確 な要 件 が設 け られ て い なか っ

た こ とな どを理 由 に司 法審 査 請 求 に お いてPCOが 発 せ られ る こ とは なか っ

たが,2005年 に は先 述 したCHR判 決 に お い て,控 訴 院 が,PCOに 関 して

は公 益 訴 訟 に お いて 積 極 的 な ア プ ロー チを 採 るべ きで あ る と し,重 要 な 指

針 を 示 して い る。 本 事 案 は,輸 入 業 者 や 銀 行 か らの 要 求 に よ って 腐 敗 防 止

政 策 の 改 革 を 行 う とす る イギ リス貿 易 産 業 省 の 決 定 に対 して,腐 敗 防 止 に

取 り組 ん で い る コー ナー ・ハ ウ ス と い うNGOが,新 た な 政 策 に よ り腐 敗

防 止 が 弱 ま る上,貿 易 産 業 省 は何 ら協 議 す る こ とな く政 策 決 定 を 行 って い

る と して 司法 審 査 をPCOと 共 に請 求 した もの で あ る。 本 事 案 にお いて,

控 訴 院 のBrooke裁 判 官 は,原 告 で あ る コー ナー ・ハ ウ スが 敗 訴 した 場 合

に も原 告 の 支 払 い義務 を 完 全 に免 除 す る とい うPCOを 命 じ,「 この 方 法 を

と らな けれ ば,本 事 案 に お いて 提 起 され た一 般 公 共 的 に重 要 な 問 題 は最 初

か ら抑 圧 され て しま い,裁 判 所 は この 小 さな 団 体 に救 済 を 与 え る こ とが で

きな い」(18Dと述 べ て い る。

(186[2002]EWHC2712(Admin)

(1ST[2005]EWCACiv192[145]
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本 事 案 に お い てBrooke裁 判 官 はPCOの 要 件 に つ いて 判 示 して い る。

それ に よ る と,「(i)提 起 され た 問題 が一 般 公 共 的 に重 要 な 問 題 で あ り,(ii)

その 問 題 を 解 決 す る公 益 上 の 要 求 が あ り,(111原 告 が 訴 訟 の 結 果 につ いて 何

ら私 的 な 利 益 を 得 る こ とが な く,㈹ 原 告 と被 告 の 経 済 状 況 と,か か るで あ

ろ う訴 訟 費 用 の 総 額 を 考 慮 して,命 令 を 出す の が 公 正 か つ 正 当で あ り,(v)

命 令 が 出 され な けれ ば原 告 が訴 訟 を続 け る ことが 不 可能 で あ る」㈹ とい う要

件 を全 て 満 た して い る場 合,裁 判 所 はPCOを 出す こ とが で き る(19①。

CHR判 決 にお いて 上 記 の よ うなPCOの 要 件 が 示 され た が,特 に要 件(111

につ い て は過 度 に 厳 格 で あ る と指 摘 され,「 控 訴 院 の この解 釈 は,大 多 数

の 原 告 か らPCOを 受 け る権 利 を奪 って お り… …CHR判 決 の効 果 を否 定 す

る お それ の あ る もの で あ る」㈹ と批 判 さ れ て い る。 こ の要 件 を適 用 す る と,

環 境 公 益 訴 訟 の 中で も地 域 住 民 が 提 起 す る よ うな,原 告 自身 の 利 益 も公 益

に含 ん で 保 護 しよ う とす る 「私 益 保 護 型 公 益 訴 訟 」 に はPCOが 出 され ず,

直 接 的 な 利 害 関 係 を 有 さな い運 動 団 体 や 純 粋 な 公 益 保 護 を 目的 とす る一 般

市 民 に よ る い わ ゆ る 「純 粋 型 公 益 訴 訟 」 に お い て の みPCOが 命 じ られ る

こ と とな るの で あ る。

要 件(111につ いて 批 判 を 受 け た控 訴 院 で は,医 療 施 設 を 閉 鎖 す る と い う決

定 に対 して 司 法 審 査 が 請 求 され たR(ontheapplicationofCompton)v

WiltshirePrimaryCareTrustq9Dに お い て,Waller裁 判 官 が 「CHR判 決

で 提示 され た要 件 は … … 過度 に制 限的 に と らえ られ るべ き で はな い」(191とし

q8ゆibid[74]

(18aMoules(n6)138

㈹CHR判 決お よびPCOの 要件 につ いて は,大 久保規子 「欧州 にお ける環境

行政訴訟の展開 司法 アクセスの保 障を中心 として」 高木光 ・交 告尚史 ・占部

裕典 ・北村喜宣 ・中川丈久編 『行政法学 の未来 に向けて一 阿部泰隆先生古稀記

念」(有 斐閣,2012年)472頁 において も詳細な検討が行われてい る。

(191)[2008]EWCACiv749

q⑫ibid[23]

86



イギ リスにお ける環境公益訴訟 とオー フス条約

てPCOの 要件 を 柔 軟 に解 釈 して い る。 こ の事 案 は環 境 に 関 す る もの で は

な いが,特 に要 件(111につ いて は裁 判 所 が 広 い裁 量 を 用 いて 検 討 す るべ きで

あ る こ とが 強 調 され,「 私 益 保 護 型 公 益 訴 訟 」 に つ い て もPCOが 命 じられ

る可 能 性 が 示 され た。

(2)サ リバ ン報 告 書 に よ る勧 告

2007年,控 訴 院 のCarnwath裁 判 官 は,高 等 法 院 のSullivan裁 判 官 を

招 聰 し,環 境 司 法 ア クセ スの 問 題 と イギ リスの オ ー フ ス条 約 へ の 適 合 性 を

検 討 す る ワー キ ン グ ・グル ー プを 設 立 した。 この ワー キ ン グ ・グル ー プ は

公 的 な地 位 を 有 して い る もの で は な く,「 環 境 司 法 ア クセ ス の 問題 につ い

て の 政府 の対 応 に対 す るCarnwath裁 判 官 の個 人 的 な 失望 か ら設 置 され た

も の で あ る」㈹ が,裁 判 官,環 境 法 研 究 者,イ ギ リ ス 国 内 に お け る環 境

NGOの 顧 問 弁 護 士,環 境 訴 訟 に お いて 市 民 やNGOの 弁 護 経 験 を 有 す る

弁 護 士,LSCの 職 員 な どか ら構 成 され て お り,「(構 成 員 の)卓 越 した 経 験

や 様 々な 見 解 が … … 重 要 な 洞 察 を 与 え る」(1　　もの で あ る。

ワー キ ン グ ・グル ー プ は2008年 に 「イ ン グ ラ ン ドお よ び ウ ェー ル ズ にお

け る環 境 司 法 ア クセ スの 保 障 」(19)と題 す る報 告 書(以 下,サ リバ ン報 告 書)

を イギ リス政 府 に対 して 提 出 して お り,こ の 報 告 書 が イギ リス にお け る訴

訟 費 用 改 革 の 第 一 歩 とな って い る。

サ リバ ン報 告 書 は,環 境 公 益 訴 訟 に つ い て,「 イ ング ラ ン ドお よ び ウ ェー

ル ズの 裁 判 所 に よ って 採 用 され て い る環 境 関 連 司 法 審 査 の 原 告 適 格 に関 す

る緩 和 され た ア プ ロー チ はオ ー フス条 約 の課 す 義 務 を 果 た して い る。ま た,

 (193) Macrory & Westaway (n 145) 329 

 (191) ibid 

 (191) Working Group on Access to Environmental Justice, chaired by 

 the Hon Mr Justice Sullivan (May 2008) Ensuring Access to Environmental 

 Justice in England and Wales 
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司 法 審 査 手 続 が 元 来 不 公 正 で あ っ た り不 公 平 で あ る と指 摘 され た こ と はな

く,さ らに … … 『時 宜 にか な った』 もの で あ る とい う こ と もで き る」㈹ と し

て,こ れ らの 点 につ いて は高 く評 価 して い る。

一 方
,ワ ー キ ン グ ・グル ー プ は 「不 当 に高 額 で な い」 と い う要 件 に関 し

て は,先 述 した よ う に法 的 扶 助 を 受 け る こ との で き る者 が ご く少 数 に限 ら

れ て い る こ とや 団 体 に は付 与 され な い こ とが問 題 で あ る旨 を指 摘 して い る。

さ らにサ リバ ン報 告 書 は,9条4項 の 「費 用 」 の 意 味 に対 す る イギ リス政

府 の 解 釈 につ いて も異 議 を 唱 え て お り,そ こ に は 出訴 費 用 だ けで な く 「原

告 の 弁 護 士 費 用 や,… …敗 訴 した場 合 に は相 手 方 の そ れ らの費 用 を含 む」㈹

とす る。そ して 「多 くの 法 的 扶 助 を 受 けな い原 告 に と って,現 在 の手 続 は,

『不 当 に高 額 』 で な い と い う(オ ー フ ス条 約 の)要 求 を 満 た して い るか 疑

わ しい もの で あ る」ql跡と述 べ て い る。

サ リバ ン報 告 書 に よ る と,オ ー フ ス条 約 を 批 准 して い る国 の 多 くが 敗 訴

者 負 担 主 義 を採 って は い る もの の,例 え ば フ ラ ンス や イ タ リア で は,「 公

法 上 の 訴 訟 に お いて は,裁 判 所 は,当 事 者 が 自身 の 訴 訟 費 用 の み を 負 担 す

る よ う判 断 す るの が 一 般 的 」qgので あ り,オ ラ ンダ や ス ペ イ ンで は,「 公 法 上

の 決 定 に異 議 を 唱 え る 自然 人 は,例 外 的 な 状 況 に お いて の み 訴 訟 費 用 を 支

払 う よ う命 じ られ る」㈹ よ う に,何 らか の形 で それ は緩 和 され て い る。先 述

した よ う に,イ ギ リスで は裁 判 所 が 判 決 に お いて,敗 訴 した原 告 に対 す る

支 払 い責 任 を 免 除 す る こ と は あ る もの の,そ れ は あ くまで 例 外 的 な もの に

過 ぎな い こ とか ら,原 告 が 敗 訴 した場 合 に は訴 訟 費 用 の 高 額 化 を 免 れ る こ

(196ibidpara14

qgかibidpara20

qgゆibidpara14

(199)ibidpara18

(20①ibid
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とが で きな い。 サ リバ ン報 告 書 に お いて も,こ れ は 「環 境 訴 訟 の 提 起 の 抑

制 につ な が る」(21Dと指 摘 さ れ て い た。

この よ う な 中,サ リバ ン報 告 書 は イ ギ リス に お け る近 年 のPCOに 関 す

る緩 和 さ れ た 基 準 を 一 定 程 度 歓 迎 して い る もの の,「 オ ー フ ス条 約 は 不 当

に高 額 で な い手 続 を … … 『一 般 公 共 的 に重 要 な 問 題 』 に限 定 して い るわ け

で はな い」(2㈹上,「 オ ー フ ス条 約 の 要 求 は,私 的 な 利 益 が 関 係 す る事 案 を 排

除 して い るわ けで もな い」㈹ と して,CHR判 決 で 提 示 され た 要 件(i)お よ び

(111はオ ー フ ス条 約 に は適 合 しな い と指 摘,「(a)訴 え が オ ー フ ス条 約 の 範 囲

内 に あ り,(b)(司 法 審 査 の)許 可 が 付 与 され,(c)訴 訟 費 用 が原 告 に と って

不 当 に高 額 に な るお そ れ が あ る とい う3つ の 条 件 を 満 たせ ばPCOが 出 さ

れ るべ き」(2㈹で あ る と勧 告 して い る㈹。

(3)環 境 公 益 訴 訟 に お け るPCO

近 年,イ ギ リスの 裁 判 所 は,訴 訟 費 用 の 検 討 に あた って,特 に環 境 公 益

訴 訟 に お い て は,サ リバ ン報 告 書 の 勧 告 に基 づ き,CHR判 決 の 提 示 した

要 件 を緩 和 して適 用 す る こ と に よ って 積 極 的 にPCOを 命 じる傾 向 に あ る。

例 え ば,環 境 保 護 団 体 の 会 員 が 文 化 的 価 値 の あ る倉 庫 の 取 り壊 し決 定 に

異 議 を 唱 え たR(ontheapplicationofEngland)vLondonBoroughof

(201)ibidpara22

¢②ibidpara46

¢⑬ibidpara48

¢⑳ibidpara54

㈹ サ リバ ン報告書は,こ れ らの勧告 が実現 されれば,た とえ被告であ る公的機

関が勝訴 したと して も原告 か ら訴訟費用 を取 り返 す ことができな くな るたあ,

公的機関 に対 して大 きな経済的負担を課す結果 にな ることを認識 して いる。 そ

のため,環 境公益訴訟 の遂行 を効率化す るこ とによ って,そ もそ も必要 とな る

訴訟費用を軽減す ることが重要であ るとされ,そ のたあには,「意思決定 に関す

る完全で適切 な情報 の開示」(para86)や,「 環境訴訟 につ いて経 験や専門知

識を有す る裁判官 に担当 させ ること」(paralOO)が 必要であ るとす る。
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TowerofHamletsandanother㈹ に お い て,控 訴 院 のCarnwath裁 判 官

はCHR判 決 の 提 示 した 要 件 に従 い な が らも,「(環 境 保 護 団 体 の 一 員 で あ

る原 告 が)他 の 会 員 と環 境 保 護 と い う利 益 を 共 有 して い るの で あれ ば,原

告 の 利 益 は私 的 な 利 益 に は該 当 しな い」(21Dと述 べ,CHR判 決 の 要 件(111を緩

和 して 解 釈 し,PCOを 命 じて い る。

ま た,絶 滅 の危 機 に瀕 した無 脊 椎 動 物 を保 護 す る た めNGOが 開 発 許 可

につ いて 司 法 審 査 を 請 求 したBuglife判 決@o助に お い て は,控 訴 院 が 要 件(111

を緩 和 す る と い うCompton判 決 鵬 に お け るア プ ロー チ を 適 用 し,サ リバ

ン報 告 書 を 引 用,柔 軟 な 基 準 を 用 い た上 で,原 告 が 支 払 うべ き相 手 方 の 訴

訟 費 用 に10,000ポ ン ドの 上 限 を設 定 す る とい うPCOを 出 して い る。 さ ら

に,大 規 模 な 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 許 可 につ いて 地 域 住 民 が 異 議 を 唱 え た

MorganvHintonOrganics(Wessex)Ltd.⑳ で は,控 訴 院 のCarnwath

裁 判 官 が オ ー フ ス条 約 の 規 定 を 詳 細 に分 析 した結 果,「CHR判 決 で 示 され

た全 て の 基 準 に対 して,(Compton判 決 にお いて)Waller裁 判 官 に よ って

提 示 され,Buglife判 決 で も適 用 され た よ うな 『柔 軟 な 』対 応 を 行 うべ き」(21p

で あ る と示 し,PCOを 命 じて い る。 こ の よ うに,こ れ ら環 境 公 益 訴 訟 に お

いて は,CHR判 決 の基 準 を適 用 しなが ら も,PCOの 付 与 につ いて は裁 判

官 の 広 い裁 量 の 下 で 柔 軟 な ア プ ロー チが 採 られ て い た。

環 境 公 益 訴 訟 に お け るPCOに 対 す る 裁 判 所 の 判 断 は,2010年 のRv

(ontheapplicationofGarner)v.ElmbridgeBoroughCouncil㈹ に お い

㈹[2006]EWCACiv1742

¢ODibid[15]

⑳ 前掲注(89)

(20a前 掲注㈹

(210)[2009]EWCACiv107

(211)ibid[40]

¢②[2010]EWCACiv1006
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てさらに新たな局面を迎えることとなる。本事案は,ハ ンプ トンコー ト宮

殿に隣接する土地の再開発許可の付与に関 して,歴 史的建造物の保存を目

的として建築家である原告が司法審査を請求 したものである。同事案にお

いて,原 告はPCOを 申請 したが,自 身の経済状況 については詳細な情報

を裁判所に提出することを拒否 しており,第1審 のNicol裁 判官は,原 告

の経済状況についての情報がない限りPCOの 付与について判断すること

は不可能であるとしてPCOを 命 じなかった。一方,控 訴院のSullivan裁

判官は,「 もし裁判所が,訴 訟費用が一般的な市民にとって不当に高額と

なるかどうかを検討することな く,原 告の経済状況のみを考慮 して判断す

るのであれば,十 分な利益を有 している市民が不当に高額でない審査手続

にアクセスすることを保障するという(オ ーフス条約の)目 的は妨げられ

ることになって しまう」⑳と判示 し,PCOの 判断において原告の個人的な

経済状況を考慮する必要はないとする。 これによってCHR判 決で示され

た原告の経済状況を考慮するという要件㈹も大幅に変更されることとなっ

た。

さらに本事案では,環 境公益訴訟 におけるPCOの 付与判断について,

以下の重要な判示が行われている。「オーフス条約は……重大な環境問題

を生 じさせるであろう意思決定過程への効果的な市民参加は公益のために

行うものであるという仮定に基づいており,不 当に高額でない効果的な審

査手続を通 じてこれ らの重要な環境意思決定が適法に行われるよう保障す

ることが市民参加の構成要素となる。要約すれば,… …環境意思決定が適

法に行われることは一般公共的に重要な事柄であり,も しそれに問題があ

れば,そ の問題が効果的な審査手続を通 じて解決されることを要求する公

益が存在することとなる」(219。つまり,環 境を保護するために提起する訴訟

¢1帥ibid[46]

⑫ゆibid[39]
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につ い て は,自 動 的 に 公 益 性 が 生 じる と考 え られ る こ とか ら,「 環 境 訴 訟

の 提 起 につ い て はPCOが 発 せ られ る とい う強 い推 定 が 行 わ れ 」G1融る こ と と

な り,「 この よ うな 事 案 にお い て は,公 益 判 断 を行 う こ とな く」㈹PCOが 出

され るべ きで あ る こ とを 意 味 す る。 本 判 決 に よ り,環 境 公 益 訴 訟 につ いて

は,CHR判 決 の示 した要 件(i)お よ び(ii)が自動 的 に充 足 され る こ と とな り,

す で に修 正 が 加 え られ て い た要 件(iiO㈹と共 に,た とえ 提 起 され た環 境 公 益

訴 訟 が 経 済 力 の あ る原 告 に よ る もの で あ っ た と して も,ま た 「私 益 保 護 型

公 益 訴 訟 」 で あ っ た と して も,訴 訟 費 用 が 一 般 的 な 市 民 に と って 高 額 で あ

れ ば裁 判 所 に よ ってPCOが 自動 的 に 出 され る こ と とな った の で あ る。

この よ うに環境 公 益 訴訟 に おい て はPCOが 積極 的 に出 され るよ うにな っ

た もの の,2012年 の欧 州 委 員 会 に よ る調 査 に よ る と,PCOに よ って 設 け ら

れ る訴 訟 費 用 の上 限 の平 均 は10,000ポ ン ドと い ま だ高 額 で あ る こ とが 問 題

視 され て お り,オ ー フ ス条 約 の 要 求 に完 全 に適 合 して い るわ けで はな い と

も指 摘 され て い る(21D。

第4節 訴 訟 費 用(3):国 際 的 評 価 とイ ギ リス政 府 の 対 応

(1)サ リバ ン報 告 書 に対 す る政 府 の 反 応

2005年12月,地 球 の 友,グ リー ン ピー ス,WWFと い っ た複 数 の 環 境 保

護 団体 に よ って 結 成 され た環 境 司 法 ア ク セ ス連 合(CoalitionforAccess

toJusticefortheEnvironment)は,オ ー フ ス条 約 を も と に策 定 され,

「(司法 へ の ア クセ スが)不 当 に高 額 な もの とな って は い けな い」 と規 定 す

る環 境 影 響 評 価 指 令G1阿Oa条 にイ ギ リスが 違 反 して い る とす る不 服 申立 て

(3 Ministry of Justice, Cost Protection for Litigants in Environmental Judicial 

 Review Claims, (CP16/2011, 2011) 3 

(216) ibid 

(211) Macrory (n 131) 19

⑳ 前 掲 注(19)
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を欧州委員会 に対 して行った。欧州委員会は正式な手続を開始 したが,

2008年 初頭のイギ リス政府との協議において,サ リバン報告書が出される

まで判断を保留することに合意,同 報告書に対する政府の反応次第で手続

を進めるかどうかを判断することとした。 しか しながら,サ リバン報告書

の勧告を受けたイギ リス政府はオーフス条約9条4項 および環境影響評価

指令10a条 の 「費用」という文言は訴訟費用全てではな く,訴 訟を提起す

る際に支払わなければな らない出訴費用のみを指すという主張を固持 して

いた。このようなイギ リス政府の対応を受けた欧州委員会は,欧 州司法裁

判所に判断を委ねており,後 述するイギ リス最高裁判所からの付託ととも

にこの問題が検討されることとなった。

またイギ リス政府は,オ ーフス条約に関する2008年 の報告書において,

「イギ リスにおける民事訴訟の一般原則は,敗 訴者が勝訴 した者の費用を

支払うというものである。 しか しなが ら,裁 判所は全ての関連要素を検討

した上でそれと異なった命令を出す広い裁量を有 している。さらに,裁 判

所は敗訴者に対 して費用を支払うよう命令する(あ るいは命令 しない)だ

けでな く,支 払うべき相手方の費用の割合を決めるなど様々な命令を出す

ことができる」㈹と述べており,裁 判所が広い裁量を用いて原告の支払うべ

き訴訟費用を減額できることか ら,イ ギ リスにおける訴訟費用が 「不当に

高額」なものであるとは言えないと主張する。イギ リス政府はサ リバン報

告書による勧告を受けた後 も実質的な改革を行うことはなかったのである。

(2)オ ーフス条約遵守委員会による勧告

2010年,イ ギ リスにおける訴訟費用のオーフス条約への適合性について

検討 したオーフス条約遵守委員会は,「(法 的扶助やPCOと いった)不 当

(219)DepartmentofEnvironment,FoodandRuralAffairs(n162)28
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に高額な審査手続を回避するための手段が存在することか ら……敗訴者負

担主義がオーフス条約の下で好ましくないものであるとは必ず しも言えな

い」脚とするものの,CHR判 決における 「提起された問題が一般公共的に

重要な問題」であ り 「私的な利益を得 ることがない」といったPCO付 与

の要件が問題であると指摘 している。

先にも述べたように,近 年,裁 判所は環境公益訴訟においてCHR判 決

の示 した要件にとらわれずPCOを 積極的に命 じている。 しか しなが ら,

PCOに 関する明文の規定が存在 しないことから,裁 判所はオーフス条約の

要求に適合する目的でPCOを 認めやす くするよう民事訴訟規則の改正を

要求 し続けている。このような状況について,オ ーフス条約遵守委員会は,

「法外な費用に対処するための様々な手段が利用可能であるにもかかわら

ず,総 合すると,(イ ギ リスにおける)訴 訟費用はオーフス条約の要求す

る水準に至っていない。……また訴訟費用が不当に高額にな らないよう確

保するための拘束力のある法的な指針はな く,そ れを……裁判所の大きな

裁量に委ねているという事実は,訴 訟費用に関 して深刻な不確実性を引き

起こす」鱒と述べ,PCOが あくまで裁判所の裁量に委ねられている点を問

題視するとともに,司 法による要求を支持 し,オ ーフス条約の要求に適合

するよう民事訴訟規則の改正に向けた勧告を行っている。

またオーフス条約遵守委員会は,イ ギリスは,「 本条の規定の実効性を

高めるために,各 締約国は,行 政的および司法的審査手続へのアクセスに

関する情報が公衆に提供されるよう確保するとともに,司 法へのアクセス

に対する経済的およびその他の障害を除去または軽減するための適切な支

援制度の確立を検討 しなければな らない」というオーフス条約9条5項 の

⑳UNECE(n130)para129

(22pibid
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要 件 につ いて も適 合 して いな い と指 摘 して い る。

そ して 最 終 的 に,「(イ ギ リス は)オ ー フ ス条 約 第9条 の 対 象 とな る全 て

の 裁 判 手 続 に関 す る訴 訟 費 用 を 不 当 に高 額 にな らな い よ う保 障 す る こ とが

で きず,特 に 明確 な法 的 拘 束 力 を持 つ 規 定 を 置 い て いな い こ とは,9条4

項 に違 反 して い る こ とを 意 味 して い る」㈹ と締 め く く り,イ ギ リス はオ ー フ

ス条 約9条4項 の 義 務 を 的 確 に遂 行 して いな い と結 論 づ けて い る。

(3)訴 訟 費 用 につ いて の 改 革

(a)司 法 省 の 対 応

上 記 の よ うな オ ー フ ス条 約 遵 守 委 員 会 の 勧 告 を 受 けた イギ リス政 府 は よ

う や く改 革 に 着 手 す る こ と に な る。 ま ず2011年11月,イ ギ リス 司 法 省 は

「環 境 司法 審 査 請 求 に お け る訴 訟 当事 者 の 費 用 保 護」⑳ と い う文 書 を 発 刊 し

た。 本 文 書 にお い て,司 法 省 は,た とえ環 境 公 益 訴 訟 に お い てPCOが 出

され た と して も,そ の 上 限 につ いて は何 ら規 定 が な く高 額 に及 ぶ こ と も多

い こ とか ら,敗 訴 した原 告 が 支 払 うべ き被 告 の 訴訟 費用 の上 限 を5,000ポ ン

ド,敗 訴 した 被 告 が 支 払 うべ き原 告 の訴 訟 費 用 の上 限 を30,000ポ ン ドとす

る と い う上 限 規 定 を 制 定 す る こ とを 提 案 した。

これ は従 前 まで 訴 訟 費 用 の 問 題 へ の 対 応 を 裁 判 所 の 裁 量 に委 ね て いた イ

ギ リス政 府 に と って は大 き な前 進 で あ ったが,5,000ポ ン ドと い う上 限 は一

般 的 な 個 人 や 団 体 に と って は い ま だ 高 額 な も の で あ る とい った 批 判 や,

オ ー フ ス条 約 の 「不 当 に高 額 」 で な い と い う要 件 は原 告 の 支 払 う訴 訟 費 用

に関 す る もの で あ る た め,公 的 機 関 の 支 払 い責 任 を 制 限 す る必 要 はな い と

す る批 判 も存 在 して い た(219。

¢2鋤ibidpara141

⑳MinistryofJustice(n215)

⑫lOibid22
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(b)2013年 民 事 訴 訟(改 正)規 則 の 制 定

オ ー フ ス条 約 遵 守 委 員 会 勧 告 お よ び2011年 の 司 法 省 に よ る文 書 を も と に

イギ リスで は2013年1月31日 に2013年 民 事 訴 訟(改 正)規 則 脚 が 制 定 され

た。 本 規 則 は2013年4月1日 か ら施 行 され て お り,オ ー フ ス条 約9条4項

違 反 が 指 摘 され て い た イギ リスの 環 境 公 益 訴 訟 に お け る訴 訟 費 用 の 原 則 に

大 きな 改 革 を も た ら して い る。

2013年 民 事 訴 訟(改 正)規 則 第7章 は 「オ ー フ ス条 約 訴 訟 」 に お け る訴

訟 費 用 の原 則 に つ い て 規 定 を置 い て い る。 同 規 則 に よ る と,「 オ ー フ ス条

約 訴 訟 」 とは,「1998年6月25日 に デ ン マ ー ク の オ ー フ ス で 採 択 さ れ た 環

境 に関 す る,情 報 へ の ア クセ ス,意 思 決 定 に お け る市 民 参 加,司 法 へ の ア

クセ ス に関 す る条 約 の 全 部 ま た は一 部 の 規 定 の 対 象 とな る決 定,作 為,不

作 為 に関 す る … … 司法 審 査 請 求 を意 味」(22Qして お り,公 的 機 関 の行 為 の相 手

方 で はな い個 人 や 団 体 が 環 境 と い う公 益 を 保 護 す る た め に公 的 機 関 の 行 為

が 違 法 で あ る と して 異 議 を 唱 え る環 境 公 益 訴 訟 も これ に該 当す る。 そ して

こ の よ うな 「オ ー フス 条 約 訴 訟 」 の訴 訟 費 用 に つ い て は,「 オ ー フス 条 約

訴 訟 の 当事 者 は実 施 規 則45条 に お いて 定 め られ た額 を 超 え て 費 用 を 支 払 う

よ う命 令 され る こ と はな い」(22Dとさ れ る。 つ ま り,2013年 民 事 訴 訟(改 正)

規 則 の 下 で は,環 境 保 護 を 目的 と して 提 起 され た訴 訟 が 「オ ー フ ス条 約 訴

訟 」 に該 当す る こ とを 原 告 が 宣 言 し,裁 判 所 が それ を 認 定 す れ ば,自 動 的

に訴 訟 費 用 の 上 限 が 設 け られ る こ と とな る。

実 施 規 則45条 に よ る と,原 告 が個 人 で あ る場 合 に は5,000ポ ン ド,団 体 で

あ る場 合 に は10,000ポ ン ドが脚,被 告 につ い て は35,000ポ ン ドが それ ぞれ 上

㈱CivilProcedure(Amendment)Rules2013,SI2013/262

(226ibid45.41(2)

¢2ゆibid45.43

¢1ゆPracticeDirection45,para5.1
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限 と な る鵬。 被 告 は,提 起 され た訴 訟 が 「オ ー フス条 約 訴 訟 」 に該 当 す る

か 異 議 を 唱 え る こ とが で き るが,上 限 の 額 につ いて 異 議 を 申 し立 て る制 度

は置 か れ て いな い。

本 規 定 は,① オ ー フ ス 条 約 遵 守 委 員 会 が イ ギ リス に お け る 訴 訟 費 用 が

「不 当 に高 額 」 で あ る と指 摘 して い る こ と,② 環 境 公 益 訴 訟 に お い て 裁 判

所 がPCOを 積 極 的 に命 じ るよ うにな っ た こ と,③ た とえPCOが 出 され て

も その 上 限 が 高 額 で あ る こ とを 理 由 に制 定 され て お り,裁 判 所 が 環 境 公 益

訴 訟 に お い てPCOに 関 す る判 断 を行 う必 要 な く,自 動 的 に訴 訟 費 用 に上

限 が 設 け られ る よ う にな っ たの で あ る。 これ は,オ ー フ ス条 約 違 反 の 可 能

性 を 指 摘 され て い た イギ リスの 訴 訟 費 用 につ いて 大 きな 改 革 を もた らす も

の で あ り,環 境 公 益 訴 訟 の積 極 的 な活 用 につ な が る こ とが 期 待 され て い る。

一 方
,本 規 則 につ いて も批 判 は存 在 す る。 例 え ば環 境 司 法 ア クセ ス連 合

の 一 員 で あ っ たWWFは 「改 革 は… … 十 分 で は な い」㈹ とす る。 そ の 理 由

と して,「 個 人 や 環 境 団体 が 司 法 審 査 に お い て敗 訴 した 場 合 に支 払 わ な け

れ ば な らな い 訴 訟 費 用 の上 限 が 高 額 す ぎ る こ と,(被 告 の 支 払 うべ き訴 訟

費 用 につ いて も上 限 が 設 け られ る と い う)二 重 基 準 が 採 用 され て い るた め

原 告 が 勝 訴 して も回 復 で き る費 用 が 制 限 され て しま う こ と」⑳ を挙 げ る。

(4)欧 州 司 法 裁 判 所 に よ る判 断

最 後 に,欧 州 司 法 裁 判 所 が イギ リス に お け る環 境 公 益 訴 訟 の 訴 訟 費 用 問

題 につ い て判 断 を下 して い る た め こ こで 検 討 す る働。 本 事 案 は,先 述 した

¢2Φibidpara5.2

⑳WWFホ ー ムペ ージ 〈http://www.wwf.org.uk/what _we_do/press_centre/?

unewsid-6553>参 照。

(231)ibid

⑳CaseC-260/11The()ueen,ontheapplicationofDavidEdwardsand

LilianPallikaropoulosvEnvironmentAgencyandOthers(11April2013)
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Edwards判 決 脚 に関 す る もの で あ る。法 的 扶 助 を受 け て環 境 庁 に よ る許 可

に異 議 を 唱 え て い た 地 域 住 民 で あ るDavidEdwardsは 控 訴 院 判 決 が 出 さ

れ る直 前 に訴 え を 取 り下 げ,同 様 の立 場 に あ ったLilianPallikaropoulos

が 訴 訟 を引 き継 いだ 。 最 高 裁 判 所 で は,原 告 が 支 払 うべ き訴 訟 費 用 につ い

て 争 い にな っ た こ とか ら,イ ギ リス最 高 裁 判 所 は訴 訟 を 停 止 し,オ ー フ ス

条 約9条4項 の 規 定 す る 「不 当 に高 額 」 と い う要 件 につ いて,そ の 具 体 的

な 判 断 基 準 の 提 示 を 欧 州 司 法 裁 判 所 に付 託 した。 それ を 受 け た欧 州 司 法 裁

判 所 は2013年4月11日 に,先 述 した環 境 司 法 ア クセ ス連 合 か らの 不 服 申立

て と共 に,不 明 確 で あ っ た 「不 当 に高 額 」 の 判 断 要 素 につ いて 以 下 の よ う

な 意 見 を述 べ て い る。

欧 州 司 法 裁判 所 は,「 訴 訟 が不 当 に高 額 にな って はな らな い とい う(オ ー

フ ス条 約 の)要 求 は,司 法 手 続 に お いて 生 じる全 て の 費 用 に関 連 す る もの

で あ る」㈹ と し,出 訴 費 用 の み を意 味 す る とい うイギ リス政 府 の主 張 を完 全

に否 定 した。 ま た 「不 当 に高 額 にな って はな らな い と い う文 言 は,… … こ

れ らの 規 定 の 範 囲 内 に あ る私 人 が,結 果 と して 生 じるで あ ろ う経 済 的 負 担

を理 由 に これ らの 規 定 の 対 象 とな る… … 裁 判 所 に対 す る審 査 請 求 を 妨 げ ら

れ るべ きで はな い と い う こ とを 意 味 して 」(21諭い る と さ れ る。

そ して 「訴 訟 費 用 に つ い て の判 断 は(国 内)裁 判 所 の 問 題 」㈹ で あ る と

し,「 国 内裁 判 所 が 環 境 訴 訟 に お いて 敗 訴 した 原 告 に対 して 訴 訟 費 用 を 支

払 う よ う命 令 す る場 合,… … あ る い は,イ ギ リスの 裁 判 所 の よ う に訴 訟 の

初 期 段 階 に お いて 敗 訴 した 当事 者 に対 して 支 払 うべ き訴 訟 費 用 の 上 限 につ

いて の 意 見 を 示 す 場 合 に は,裁 判 所 は 自身 の 権 利 を 保 護 した い と望 む 個 人

⑳ 前掲注(78)

¢30CaseC-260/11[27]

¢3ゆibid[35]

¢3Φibid[49]
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の私的な利益 と環境保護における公益の両方を検討 し,(訴 訟費用 につい

て)判 断 しなければな らない」(23Dとする。「そして(そ の判断において)国

内裁判所は,… …原告の経済状況のみを根拠にするのではな く,訴 訟費用

の客観的分析を行わなければな らない。さらに関係当事者の状況,原 告が

合理的な成功の見通 しを示 しているかどうか,… …危機に瀕 している利益

の重要性,関 連法および手続の複雑さ,諸 段階における訴えの潜在的な性

質,法 的扶助制度あるいは費用保護制度の存在を検討 しなければならな

い」(21粉と欧州司法裁判所は判示 している。

イギ リスでは欧州司法裁判所の意見が出されるのとほぼ同時期に,2013

年民事訴訟(改 正)規 則が施行され,環 境公益訴訟の訴訟費用に上限が設

けられることとなったが,上 限が高額であることや二重基準の問題など批

判を受けている部分 もある。WWFは,「 欧州司法裁判所は,相 手方の訴

訟費用を支払うリスクが環境的正義の実質的な障害となることがないよう

保障するためのさらなる一歩を踏み出 した。 この判決はイギ リス政府 に

よって導入 されたばか りの新規則にさらなる改革を要求するであろう」㈹と

いう意見を述べており,こ の欧州司法裁判所の判断がさらなる改革を導き

出すこと期待 している。

お わ り に

本稿では,イ ギ リスにおける環境公益訴訟について,オ ーフス条約の要

求との適合性を中心に,そ の主な論点である原告適格,出 訴期間,訴 訟費

用に焦点を当てて検討を行ってきた。

㈱ibid

¢3ゆibid[46]

(239)前掲注(230)
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イギ リスで は裁 判 所 が 広 い裁 量 を 用 いな が ら 「私 益 保 護 型 公 益 訴 訟 」 は

当然 の こ と,純 粋 に 公 益 と して の環 境 を保 護 す る こ との み を 目的 と した

「純 粋 型 公 益 訴 訟 」 に つ い て も,専 門 性 を有 して い る個 人 や 団体 の 原 告 適

格 を積 極 的 に認 め,環 境 公 益 訴 訟 の 提 起 を 促 進 して い る。 イギ リスで は私

人 の 権 利 利 益 を 救 済 す る こ とだ けで な く,公 権 力 の 濫 用 を 是 正 し,行 政 統

制 の た め に公 益 訴 訟 の 提 起 を 積 極 的 に認 め る こ とが 必 要 で あ る と考 え られ

て お り,原 告 適 格 の 面 で は,司 法 へ の ア クセ ス権 の 構 築 を 促 す オ ー フ ス条

約 の 要 求 に十 分 対 応 して い る と言 え る。

先 述 したEJPに よ る調 査 で は,原 告 適 格 の 判 断 につ い て87%の 回 答 者

が 「満 足 」 あ る い は 「お おむ ね 満 足 」 とす る結 果 が 出て い たが,「 不 満 足 」

と した残 りの 回 答 者 の 大 部 分 が,原 告 適 格 の 判 断 を 裁 判 所 の 広 い裁 量 に委

ね て い る イギ リス に お いて は,判 断 に確 実 性 が な い こ とを 理 由 と して 挙 げ

て い る。 例 え ば,地 球 の友 は,「 現 在 の 比 較 的 緩 和 さ れ た原 告 適 格 の 解 釈

に対 して反 動 が起 こ る こ とを 懸念 」㈹ して お り,そ の 判 断 が裁 判 所 の裁 量 に

よ って 保 守 的 な 方 向 に戻 って しま う可 能 性 を 危 惧 す る。 ま た一 部 の 回 答 者

は,オ ー フ ス条 約9条2項 の 定 め る審 査 手 続 につ いて,現 在 の イギ リス に

お け る環 境NGOに 関 す る原 告 適 格 の判 断 は,環 境NGOに 自動 的 に原 告

適 格 を 容 認 し よ う とす る オ ー フ ス条 約 の 基 準 に 違 反 して い る と主 張 し,

フ ィ ンラ ン ド,イ タ リア,ス ウ ェー デ ンと い っ た他 のEU加 盟 国 が 行 って

い る よ う に,法 規 を通 じて環 境NGOの 定 義 を 一 律 化 させ るべ きで あ る と

す る(24D。一 律 化 さ れ た 基 準 が あ れ ば 原 告 適 格 が 認 め られ た で あ ろ う環 境

(290)P.Castle,M.Day,C.HattonandP.Stookes(n91)32

⑳ 他のEU加 盟国 にお ける環境NGOの 定義お よび原告適格の判断 につ いて

は,EuropeanUnionNetworkfortheImplementationandEnforcement

ofEnvironmentalLaw,ComplaintProceduresandAccesstoJusticeforcitizens

andNGOsinthefieldoftheenvironmentwithintheEuropeanUnion(2000)

参照。
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NGOの 原 告 適 格 が,裁 判 所 の裁 量 に よ って 認 め られ な い可 能 性 も否 定 で

きな いか らで あ る㈹。

一 方
,イ ギ リスの 環 境 公 益 訴 訟 は訴 訟 費 用 の 高 額 化 と敗 訴 者 負 担 主 義 に

よ り,オ ー フ ス条 約9条4項 違 反 が 指 摘 され て いた 。 訴 訟 費 用 の 高 額 化 は

環 境 公 益 訴 訟 の提 起 に 萎 縮 効 果 もた ら して お り,法 的扶 助 やPCOと い っ

た対 策 は講 じ られ て い た もの の,2011年 に弁 護 士 やNGOを 対 象 に行 わ れ

た調 査 に よ る と,①76%の 回 答 者 が 正 当な 訴 え が 訴 訟 費 用 を 理 由 に妨 害 さ

れ て い る と考 え ㈹,②83%の 回 答 者 が 訴 訟 費 用 の 原 則 に満 足 して お らず(?dp,

③72%の 回 答 者 がPCO制 度 につ いて 不 満 足 と して い た ㈱。裁 判 所 が 裁 量 の

行 使 に よ って 原 告 適 格 を 拡 大 す る こ とで 環 境 公 益 訴 訟 の 提 起 を 促 して も,

訴 訟 費 用 の 問 題 が 大 きな 障 壁 とな って 環 境 を 保 護 しよ う と考 え る個 人 や 団

㈹ わが国 において は2004年 に行政事件訴訟法が改正 され,原 告適格の拡大が図

られて いる。 しか しなが ら,環 境や文化財 といったいわゆ る公益 につ いて は,

主観訴訟を 中心 と し,個 人の権利利益の救済を 目的 とす るわが国の行政訴訟制

度で は原告適格の壁が立 ちふ さが り,十 分 に保護 されないであ ろうと考え られ

る。 司法 へのアクセスを環境保護 のための市民参加 の一 つ として とらえ,積 極

的な環境公益訴訟の提起を促す近年の国際的な動向か ら見て も,こ の ようなわ

が国の現状 は決 して十分な ものであ るとは言えな い。 イギ リスの ように主観訴

訟の枠 内で原告適格 を拡大す るこ とによ って環境公益訴訟 を認め ることは濫訴

や三権分立の問題か らも議論の あるところで あるが,イ ギ リスで も望 まれてい

るように,例 えばオ ーフス条約 の規定 を もとに,国 際的な動 向に沿 って,環 境

NGOに 対す る特別 な原 告適 格を認め るな ど,環 境 問題 を積極的 に司法の場で

争 うことがで きるよう何 らかの対応が必要であ ろう。

⑳CarolDay,"TacklingBarrierstoenvironmentaljustice-Accessto

environmentalJusticeinEnglandandWales:adecadeofleadinga

horsetowater"(2011)17

⑳ibid2003年 にEJPが 行 った調査では82%の 回答者が 「不満足」として いた

ことか ら,8年 経過 した後 も環境公益訴訟 にお ける訴訟費用の問題は解決 して

いなか った ことが分か る。

㈱ibid18環 境公益訴訟 においてpcoが 積極的 に認 あられて いるにもかかわ

らず,こ の ような結果が 出た理 由 としては,PCOの 上 限が高額 に設定 され る

ところにあ ると考え られ る。
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体の前に立ちふさがっていたのである。環境公益訴訟を原告適格のみな ら

ず訴訟費用の面か らも市民にとって利用 しやすい制度にしない限 り,司 法

へのアクセスの促進にはつなが らないことか ら,オ ーフス条約の意図する

「環境問題に関する司法へのアクセス権」の構築は,イ ギ リスにおいて不

十分なものであったと言えよう。

しか しなが ら,2013年 に入 り,イ ギ リスでは新たな民事訴訟(改 正)規

則が施行 され,欧 州司法裁判所 も訴訟費用に関する重要な判示を行うなど,

イギ リスにおける環境公益訴訟の訴訟費用の原則は大きな変革期を迎えて

いる。訴訟費用の問題が解決 し,オ ーフス条約9条4項 の要求に適合する

ことで,よ うや くイギ リスにおいて 「環境問題に関する司法へのアクセス

権」の完全な構築がなされることとなるため,こ れか らのイギ リスにおけ

る環境公益訴訟と訴訟費用の動向にますます注目していく必要がある。

【付 記】

本研究は科研費(研 究課題番号:22330014)の 助成を受けたものの一部である。
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